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階 部名 課室名 班名 担当する主な業務

1 階

市民部

市民課
FAX22-2042

市民窓口班
☎30-0221

戸籍届出、住民異動届出、印鑑登録、諸証明、埋火葬許可、パスポート、
外国人登録
マイナンバーカード（☎ 30-0212）
国民年金（☎30-0223）
◎支所、市民サービス窓口
　花輪支所 ☎30-0226　十和田支所 ☎30-0227
　尾去沢支所 ☎30-0228　八幡平支所 ☎30-0229
　大湯支所 ☎30-0230　市民サービス窓口 ☎22-2530
　※市民サービス窓口（いとく鹿角ショッピングセンター内）は、
　　平日：10 時 30 分～ 19 時、土日：9 時～ 17 時 30 分
　　毎月第 3 日曜日、祝日、振替休日、年末年始は休み

国保医療班
☎30-0222

国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療

生活環境課
FAX22-2042

コミュニティ推進班
☎30-0202

共動パートナー、自治会、集落支援員、男女共同参画、
人権擁護委員、行政相談委員、総合相談（消費生活センター ☎30-0258）

環境推進班
☎30-0224

交通安全、交通災害共済、防犯、環境衛生、墓地、クリーンアップ、
空き家対策

税務課
FAX23-3884 課税班 ☎30-0213

市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、
所得証明書・評価証明書など

収納管理室 ☎30-0215 納税、納税証明書、納税相談、税の口座振替

建設部

都市整備課
FAX30-1130

計画管理班
☎30-0261

公園管理、土地取引、都市計画、道路占用

道路河川班
☎30-0263

街灯、除雪、市道の整備、市道の維持管理

建築住宅班
☎30-0266

市営住宅、建築確認申請、住宅改修支援

上下水道課
FAX30-1163

水道お客様センター
☎30-0273

上下水道料金の納付、開閉栓の申し込み

管理班 ☎30-0275
下水道受益者負担金・農業集落排水受益者分担金の納付、
合併処理浄化槽

工務班 ☎30-0270 上水道、公共下水道、農業集落排水に関する工事

総務部 契約検査室 ☎30-0211 FAX30-0705 入札参加者の登録、入札・契約、主要事業の工事検査

会計課 ☎30-0216 会計審査、支出

2 階

総務部
FAX
30-1122

行政経営推進室 ☎30-0617 行政改革、公共施設等総合管理計画

総務課

行政班 ☎30-0203 庁舎管理、公用車管理、情報公開、個人情報保護、ふるさと鹿角会

職員班 ☎30-0206 職員研修、職員採用試験、職員の福利厚生

秘書班 ☎30-0204 市長および副市長秘書

危機管理室 ☎30-0299 防災、国民保護、自衛官募集、遭難対策

デジタル戦略・広報室 ☎30-0207 広報、統計調査、デジタル行政、電算処理、地域情報化

政策企画課 かづのライフ班
☎30-0208

結婚サポート、移住・定住の促進、関係人口（移住相談窓口 ☎30-1310）

総合戦略室 ☎30-0201 企画調整、総合計画、政策研究所、広聴、広域行政、国際交流

財政課
財政班 ☎30-0209 市の予算・財政

管財地籍班
☎30-0210

市有財産管理、地籍調査

監査委員事務局 ☎30-0282 決算審査、定期監査

選挙管理委員会事務局 ☎30-0285 FAX30-1001 公職選挙

◎市役所本庁舎 〒 018-5292 花輪字荒田 4 番地 1

市役所電話番号簿

開庁時間：平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分
※休日・夜間の緊急時は、警備員室（☎30-0699）に連絡してください

問総務課 行政班 ☎ 30-0203

令和８年版

2026年 5月号3 KAZUNO CITY 2026年 5月号 2KAZUNO CITY



階 部名 課室名 班名 担当する主な業務

1 階
健康福祉部
FAX
30-1257

福祉課
地域福祉班
☎30-0238 障がい者福祉、戦傷病者・戦没者遺族援護、民生委員・児童委員

保護班 ☎30-0236 生活保護

すこやか子育て課
こども家庭応援班
☎30-0235

保育園、こども園、幼稚園、児童手当、ひとり親家庭支援、
放課後児童クラブ

健康づくり班
☎30-0119

健康づくり、各種健（検）診、特定健診、特定保健指導、
献血、予防接種、乳幼児健診、犬の登録

こども家庭センター ☎22-6322 養育・家庭の相談
妊娠・出産について（☎30-0265）

あんしん長寿課
高齢者支援班
☎30-0234 介護保険、高齢者福祉

介護予防班
☎30-0103 介護予防、認知症対策、シルバーリハビリ体操

地域医療推進室 ☎30-0262 医師確保対策、地域医療、在宅当番医

◎市役所本庁舎

◎福祉保健センター

◎農業総合支援センター

◎鹿角観光ふるさと館（あんとらあ）

◎大湯ストーンサークル館（出土文化財管理センター）

階 部名 課室名 班名 担当する主な業務
1 階 農業委員会事務局 ☎30-0283 FAX22-2810 農地の権利移動・転用、農業者年金、全国農業新聞

階 部名 課室名 班名 担当する主な業務

1 階 教育委員
会事務局 生涯学習課 芸術文化振興班

☎30-0293 芸術文化、文化の杜交流館の管理運営

階 部名 課室名 班名 担当する主な業務

2 階
観光戦略部
FAX
30-0268

観光交通課

観光振興班
☎30-0248 観光振興、都市農村交流

交通政策班
☎30-0257 バス路線、観光アクセス対策

文化財・世界遺産課 ☎30-0294 文化財の保護・利活用

階 部名 課室名 班名 担当する主な業務

1 階 観光戦略部 文化財・世界遺産課 大湯ストーンサークル館
☎37-3822 FAX30-4300 大湯環状列石、埋蔵文化財

※農業農村支援機構（農地中間管理機構）（☎30-0244）は農業総合支援センター内にあります

〒 018-5292 花輪字荒田 4 番地 1

〒 018-5292 花輪字荒田 4 番地 1

〒 018-5201 花輪字下花輪 50 番地

◎文化の杜交流館 コモッセ 〒 018-5201 花輪字八正寺 13 番地

〒 018-5201 花輪字新田町 11 番地 4

〒 018-5421 十和田大湯字万座 45 番地

階 部名 課室名 班名 担当する主な業務

2 階

産業部
FAX
30-1515

農業振興課
経営強化対策班
☎30-0241

農業振興、耕作放棄地対策、６次産業化、新規就農、
認定農業者・担い手、農業農村支援機構、法人化支援

ブランド作物推進班
☎30-0243 稲作物、畜産・野菜・果樹・花き生産の振興

農地林務課
農地・森林経営班
☎30-0246 林業振興、農業農村整備、農業用施設整備、林道管理、森林管理

鳥獣対策班
☎30-0264 有害鳥獣対策

商工振興課 商工班 ☎30-0250 中小企業支援、雇用・労働対策、企業誘致、起業支援、商店街の振興
ふるさと納税 ( ☎30-0205)

ゼロカーボン推進室 ☎30-0249 地球温暖化対策、再生可能エネルギーの導入・利活用

教育委員
会事務局
FAX
30-1140

教育総務課

総務班 ☎30-0290 小・中学校等施設の維持管理・整備、奨学金

義務教育班
☎30-0291 小・中学校の就学関係、学校保健、学校給食、通学区域

教育政策班
☎30-0686 高等教育との連携

生涯学習課 社会教育班
☎30-0292 生涯学習、社会教育、青少年健全育成

スポーツ振興課 ☎30-0297 スポーツ振興、体育施設管理運営、各種スポーツ大会

インターハイ事務局 ☎30-1141 第 76 回全国高等学校スキー大会

3 階 議会事務局 ☎30-0280 FAX30-1133 請願・陳情、議会広報、議会の傍聴
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1

結婚に向けた
ライフデザインを
応援します

■�対象世帯　令和 8 年１月 1 日から令和９年 3 月
31 日までに婚姻した夫婦のうち、次のすべてに
該当する世帯

・夫婦共に市内に居住し、住民登録をしている
・婚姻時点で、夫婦共に 39 歳以下である
・世帯の合計所得が 500 万円未満

・夫婦ともに市が指定するオンライン講座を受講している
※その他要件あり
■対象経費
・ �住宅費（住宅の購入費または建築費、賃料、敷金、礼金（保

証金などこれに類する費用を含む）など）
・ リフォーム費用　
※倉庫、車庫などの外構工事や家電購入費などは除く
・ 引っ越し費用（引っ越し業者などへ支払った費用）
■�補助額　令和８年 4 月 1 日～令和９年 3 月 31 日に

支払った対象経費の合計額

　入会登録料（1 万円）を全額市が負担するため、
自己負担はありません。
※更新時の登録料も全額助成します。
■結婚支援センターでの支援
　会員登録制によるマッチング ( お見合い )、
　出会いイベントの情報提供　など
■入会方法　
　北センター（大館市）窓口、またはオンライン申請

あきた結婚支援センター入会登録料助成

入会登録料（1 万円）を全額助成

■対象者　
　�結婚を希望している 20 ～ 39 歳の未婚男性市民

で、申請時点に市が指定するマッチングアプリを
利用している人

インターネットマッチングサービス
（マッチングアプリ）利用料助成

鹿角市若者出会いサポ―ト補助金

問政策企画課 かづのライフ班 ☎ 30-0208

結婚新生活支援事業

新婚世帯への住宅支援 上限 30 万円
（夫婦共に 29 歳以下の場合は 60 万円）

■対象経費
　�令和 8 年 4 月 1 日～令和 9年 3 月 31 日までに
支払ったアプリ利用料金（入会金は除く）

■補助額
　対象経費の 1/2（千円未満切り捨て、上限 2 万円）

2
■対象者　
　市内の団体または結婚サポーターに登録した個人
■対象事業　
　20 歳以上の独身男女が出会うイベント開催費用
　（参加者のうち独身者が 10 人以上など要件有）
　※�会場費、講師・司会者費用、消耗品費などを補助
します。

出会い創出事業補助金

出会いイベント開催費用を助成 上限 10 万円
（結婚サポーターは上限 20 万円）

3

new!

詳しくは市ホームページを
ご覧ください。
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Topic

01 交通ルールの遵守とマナーの徹底を 春の全国交通安全運動

Town Topicsまちの話題

　4 月 6 日から始まった春の全国交通安全運動に伴

い、市内各所で交通安全に関するイベントが開催さ

れました。

　運動期間に先駆けて 3 日に行われた交通安全宣

誓式では、交通安全関係者や花輪にこにこ保育園の

園児ら約 100 人が参加。園児たちは、声を合わせ

て元気に交通ルールに関する宣誓を行いました。

　8 日には、花輪定期市場でかづのチビッコ警察に

よる街頭キャンペーンが行われ、警察官の制服に身

を包んだ花輪さくら保育園の園児が、「交通安全に

気をつけてください」などと来場者に呼び掛けなが

ら、交通安全に関するチラシなどを配りました。

　運動期間中には、交通安全に関するイベントが市

内各所で行われ、交通安全に対する意識の啓発が図

られました。

　本市の若者と首都圏に住む出身者をつなぐ「鹿角
つながりカフェ」が 3 月 22 日に、花輪市民センター
で行われ、首都圏と市内の若者など、約 10 人が参
加しました。本市とこれからどのように関わりたい
かなど意見交換をしたほか、出身者と笹本市長との
クロストークが行われ、鹿角への思いや将来像を見
つめ直す交流の時間となりました。

Topic

02 鹿角との関わり方を考える
鹿角つながりカフェ

　市内小・中学校の入学式が、4 月 7 日から 9 日に
かけて、各学校で行われました。十和田小学校では
29 人の新入生が入学し、在校生と保護者が見守る中、
自分の名前が呼ばれると、元気よく返事をしていま
した。中村 聡

さとし

校長は「いよいよ小学生として勉強や
給食が始まります。交通事故に遭わないように元気
に登校してきてください」と新入生を歓迎しました。

Topic

03 元気いっぱい新 1 年生
市内小・中学校入学式
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Topic

04 春の観光シーズン到来 八幡平アスピーテライン開通式

Town Topicsまちの話題

　八幡平アスピーテラインの冬期間の通行止めが４

月 15 日に解除され、およそ 5 カ月ぶりに開通しま

した。

　当日は、八幡平ビジターセンターで開通式行われ、

関係者約 30 人が参加しました。笹本市長は、「雪

の回廊は鹿角の観光シーズンの幕開けとなるもの。

ドラゴンアイや見頃の桜などを楽しむことができる

ことから、国内外から多くの観光客が来ることを心

待ちにしている」とあいさつしました。

　開通式後の午前 10 時にゲートが開けられ、ゲー

ト前で待機していた車が次々と通っていきました。

　9.5 合目の「山頂駐車場」付近では、観光バスな

どで訪れた団体客などでにぎわい、訪れた人は雪の

壁を背に写真を撮ったり、眼前に広がる絶景を眺め

たりしていました。

　3 月 27 日に、令和 8 年新入社員合同入社式が感動
鹿角パークホテルで行われ、鹿角地域の 12 事業所に
就職した 24 人の新入社員が出席しました。かづの商
工会の大里会長は「皆さんの入社した企業や団体は、
この地域にとって無くてはならない存在で、皆さんが
その一翼を担うことになる。元気のある地域を一緒
につくっていきましょう」と激励の言葉を送りました。

Topic

05 新社会人の門出
新入社員合同入社式

　4 月 3 日に、交通指導隊観閲式が交流センターで
行われ、笹本市長と木川鹿角警察署長が交通指導
隊 13 人の観閲を行いました。髙橋安

やすひろ

弘隊長の指揮、
号令のもと行われた観閲では、隊員たちが規律正し
く動き、地域の交通安全を守るための強い意気込み
が感じられました。

Topic

06 地域の交通安全を守る
交通指導隊観閲式
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　田中トシさん（花輪）が満 100 歳の誕生日を迎
えました。田中さんは、大正 15 年 3 月 26 日生ま
れ。普段は、計算ドリルや塗り絵をしながら過ごし
ています。好きな食べ物はスイーツや果物で、趣味
は、ドライブに連れて行ってもらうことやウイン
ドーショッピングです。長寿の秘訣は「好き嫌いな
く、なんでもよく食べること」だそうです。

Topic

08 田中 トシさんの百寿祝う
いつまでも、お元気で

　地域の見守り活動「声かけ運動」が今年度も始ま
りました。地域の大人たちが通学路に立ち、子ども
たちとあいさつを交わしながら登校を見守る活動で、
青少年育成鹿角市民会議の呼びかけで毎月 5 日に
実施されています。地域の人たちに温かく見守られ
ながら、子どもたちは元気に「おはようございます」
とあいさつして登校していました。

Topic

09 あいさつでつなぐ朝
春の声かけ運動一斉キャンペーン

Topic

07 林野火災を想定し、中継送水訓練 消防団火災想定訓練

　春の火災予防運動が始まった 4 月 5 日に、消防

団火災想定訓練が総合運動公園で行われました。

　訓練は、火事の現場が水を引く場所から遠い山

林という、林野火災を想定して行われ、川から約

700㍍離れた放水箇所まで、約 50 本のホースを 1

本につなげ、放水を行いました。

　訓練が始まると団員たちは、それぞれの持ち場に

移動し、ポンプの準備を開始。畳まれたホースの入っ

たかごを背負って走り、ホースをつなげて伸ばして

いくと、訓練開始から約 20 分後に一番先のホース

から水が飛び出し、火災現場に見立てた発煙筒に消

防団員が狙いを定めて放水を行っていました。

　運動期間中には、一斉啓蒙巡回や自治会での住民

防火運動が市内各所で行われ、火災予防に対する意

識の啓発が図られました。

読者アンケート
広報かづのに対するご意見を募集し
ています。右の二次元コードから、
お気軽にお寄せください。
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　地方交付税、地方消費税交付金、
地方譲与税は全額収入済みです。県
支出金は、自立支援給付費負担金や
福祉医療費補助金などが出納整理期
間の収入となることや、農業用施設
災害復旧事業補助金などが繰越事業
分として次年度の収入になることに
より収入率が低くなっています。
　市債、繰入金も、出納整理期間で
借入や繰入を行うため、収入率が低
くなっています。

区分 予算現額 収入済額 収入率

地 方 交 付 税 87 億 8,795 万円 87 億 8,795 万円 100.0%

市 税 31 億 5,286 万円 31 億 4,424 万円 99.7%

国 庫 支 出 金 28 億 6,012 万円 23 億 3,571 万円 81.7%

県 支 出 金 12 億 1,911 万円 7 億 3,108 万円 60.0%

市 債 11 億 3,332 万円 2 億 3,480 万円 20.7%

繰 入 金 9 億 5,698 万円 7,169 万円 7.5%

諸 収 入 8 億 2,824 万円 6 億 7,014 万円 80.9%

地方消費税交付金 8 億 2,287 万円 8 億 2,287 万円 100.0%

繰 越 金 6 億 9,917 万円 6 億 9,917 万円 100.0%

地 方 譲 与 税 3 億 1,684 万円 3 億 1,684 万円 100.0%

寄 附 金 2 億 9,235 万円 2 億 8,791 万円 98.5%

そ の 他 2 億 8,511 万円 2 億 9,190 万円 102.4%

令和 7 年度予算 の 執行状況
一般会計予算現額　213億 5,492 万円

区分 予算現額 支出済額 執行率

民 生 費 61 億 4,820 万円 50 億 7,347 万円 82.5%

総 務 費 38 億 9,594 万円 24 億 5,082 万円 62.9%

土 木 費 27 億 2,312 万円 20 億 234 万円 73.5%

教 育 費 23 億 6,199 万円 18 億 4,856 万円 78.3%

公 債 費 20 億 3,912 万円 20 億 3,372 万円 99.7%

衛 生 費 11 億 8,841 万円 10 億 1,047 万円 85.0%

農 林 水 産業 費 10 億 1,371 万円 7 億 9,682 万円 78.6%

消 防 費 8 億 8,636 万円 8 億 7,477 万円 98.7%

商 工 費 8 億 2,067 万円 7 億 2,372 万円 88.2%

議 会 費 1 億 7,696 万円 1 億 7,298 万円 97.8%

そ の 他 1 億 44 万円 2,859 万円 28.5%

　公債費、消防費は、ほぼ執行済み
です。なお、土木費の橋りょう長寿
命化対策事業や教育費の小・中学校
施設管理費などを繰り越し、次年度
の支出となることから、執行率が低
くなっています。このほか、総務費
は出納整理期間での支出により、今
後執行率が上がる見込みです。

令和 7 年度予算の執行状況（令和 8 年3月31日現在）をお知らせします。
一般会計と特別会計は出納整理期間がありますので、実際の決算額とは異なり
ます。
※１）当初予算に補正予算と前年度からの繰越予算を加減した総額。　※２）3 月 31 日ま

でに確定した債権債務について所定の手続きを完了し、現金の未収未払の整理を行うための

期間（4月1日～5月31日）。  問 財政課 財政班  ☎30-0209

支出済額 170 億 1,626 万円（執行率 79.7％）歳出（一般会計）

収入済額 183 億 9,430 万円（収入率 86.1％）歳入（一般会計）

財政報告

※２

※１
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特別会計

上水道事業会計

下水道事業会計

公債残高

区分 予算現額 収入済額（収入率） 支出済額（執行率）

国民健康保険事業 27 億 9,157 万円 23 億 9,493 万円（85.8％） 25 億 8,219 万円（92.5％）

後期高齢者医療 5 億 556 万円 5 億 110 万円（99.1％） 4 億 4,244 万円（87.5％）

介 護 保 険 事 業 50 億 9,463 万円 41 億 1,735万円（80.8％） 40 億 1,623 万円（78.8％）

区分 収入予算額 収入済額（収入率） 支出予算額 支出済額（執行率）

収益的収支 6億6,773万円 6億8,111万円（102.0％） 6億9,557万円 6億6,695万円（95.9％）

資本的収支 2億5,830万円 1億4,883万円（57.6％） 4億9,041万円 3億8,474万円（78.5％）

区分 収入予算額 収入済額（収入率） 支出予算額 支出済額（執行率）

収益的収支 8億7,742万円 8億6,457万円（98.5％） 8億7,742万円 8億5,747万円（97.7％）

資本的収支 5億6,236万円 5億984万円（90.7％） 7億9,820万円 7億5,091万円（94.1％）

　令和 7 年度の元金償還額は、一般会計で 19 億 7,335 万円、企
業会計では 7 億 9,602 万円であり、公債残高は令和 7 年３月 31
日現在と比較し、一般会計では 6 億 3,537 万円の減、企業会計
では 3 億 4,292 万円の減となりました。公債残高の総額は 221
億 5,626 万円です。

一般会計
139 億

9,593 万円

①臨時財政対策債…40億6,488万円（29.0％）
②教育債…31億9,243万円（22.8％）
③商工債…14 億 872 万円（10.1％）
④土木債…11 億 7,345 万円（8.4％） 
⑤総務債…10 億 7,121 万円（7.7%）
⑥公営住宅債…10 億 2,459 万円（7.3％） 
⑦農林水産債…7 億 7,277 万円（5.5％）
⑧民生債…3 億 8,195 万円 (2.7%）
⑨衛生債…3 億 5,345 万円（2.5％）
⑩その他…5 億 5,248 万円（4.0％）
※（ ）内は構成割合

上水道事業会計： 24 億 1,716 万円
下水道事業会計：57 億 4,317 万円

企業会計
81 億6,033 万円
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人 事 異 動
４月１日現在の市職員（課長級以上）
の配置状況をお知らせします。
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　納税通知書と課税明細書をご覧いただき、次の３点についてご確

認ください。不明な点は税務課課税班までお問い合わせください。

①土地の地目

・記載されている地目が現在の利用状況と異なっていないか。

②家屋の棟数（増築・滅失）

・所有する家屋の棟数や内容が、正しく記載されているか。

※家屋の増築があった場合は、同一の家屋でも建築年ごとに記載されています。

※取り壊しなどにより、すでに存在しない家屋であっても、報告していない場合は

　記載されていることがありますので、お知らせください。

③所有者・納税義務者

・相続などで所有者や納税義務者に変更はないか。

※固定資産税の納税義務者は、固定資産の所有者ですが、所有者が死亡してい

　る場合は相続人などが納税義務者となりますので、お知らせください。

問課税に関すること 税務課 課税班 ☎ 30-0213 ／ 納税に関すること 税務課 収納管理室 ☎ 30-0215

■納付書（eL-QR 対応）
　納付書裏面に記載の市内金融機関などのほか、全国

の地方税統一 QR コード（eL-QR）対応金融機関の

窓口で納付できます。対応する金融機関

や取り扱い開始時期の詳細は、eLTAX・

共通納税対応金融機関をご確認ください。

■口座振替
　納め忘れを防ぐ便利な納付方法です。金融機関の窓

口またはインターネットで申し込みでき

ます。詳細は、市ホームページの口座振

替の方法についてをご確認ください。

■スマートフォンやパソコンで納付
　納付書にあるバーコードを読み取り、スマートフォ

ン決済アプリ（PayPay、d 払い、au Pay、楽天ペイ

など）で納付できます。各種アプリのダウンロードや

納付方法についての詳細は、市ホームペ

ージの納付方法についてをご確認くださ

い。

　また、eL-QR が印刷された納付書を利用して、ク

レジットカードやインターネットバンキングなどで納

付できます。事前登録や手数料が発生す

る場合があるため、詳細は、地方税お支

払いサイトをご確認ください。

令和8年４月１日現在、65歳以上で、一 定の要件に該当する人は、今年の10月支
給分の年金から特別徴収されます。６月に送付する納税通知書でご確認ください。

固定資産税の減免

　次の要件のいずれかに該当する場合は、
減免の対象となります。
※申請が必要です。
①生活保護受給者が所有する固定資産、

または収入や資産の状況が生活保護
基準以下の世帯の人が所有する自己
の居住用固定資産。

②災害や火災などにより著しく価値を減
じた固定資産。

※令和 8 年 1 月以降の大雪による被害
も減免の対象になる場合があります。

③公益のために直接占用する固定資産。

　納付方法

　固定資産税

市税に関する
お知らせ

市・県民税の年金からの
特別徴収（年金天引き）
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納税通知書の種別 納税通知書の発送時期 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12 月 １月 ２月

市・県民税 ６月上旬 １期 ２期 ３期 ４期

固定資産税 ５月上旬 １期 ２期 ３期 ４期

軽自動車税 ５月上旬 全期

国民健康保険税 ７月中旬 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

納期限（口座振替日） 6 月 1日 6 月 30 日 7 月 31日 8 月 31日 9 月 30 日 11 月 2 日 11月 30 日 12 月 25 日 2 月 1日 3 月1日

制度など 申告をしていない場合

国民健康保険
①国民健康保険税の軽減制度が適用されない
②高額療養費などの保険給付が正しく適用されない
③入院時食事代の一部減額が該当しない

国民年金 免除および納付猶予申請、学生納付特例の申請ができない

介護保険
①保険料が正しく算定されない
②高額介護サービス費などの保険給付が正しく適用されない
③施設入所時食事代や居住費の一部減額が該当しない

後期高齢者医療保険 保険料の軽減制度が適用されない

その他窓口サービス 所得証明・課税証明などが発行できない

■申告内容が反映される各種制度など

※�期限内の納付をお願いします。万が一、災害や病気、失業などの特別な事情により、期限までに納付が困難な場合は、
分割納付や納める時期を遅らせる対応のほか、事情に応じて税金を減らす制度もありますので、お早めにご相談ください。

　申告結果は、国民健康保険税や介護保険
料などの算定のほか、高額療養費など各種給
付の判定の基礎となります。また、税証明書
の発行や各種手続きにも影響がありますので、
申告は必ず行いましょう。令和 7 年 1 月から
12 月までに収入がなかった人も、申告が必要
です。なお、所得税の確定申告は税務署でお
願いします。（事前に電話予約が必要です。）

■所得証明書などの発行
　令和 8 年度（令和 7 年分）の所得証明書
などの発行開始は、６月上旬の予定です。

　市・県民税の申告はお済みですか

　軽自動車税の減免申請

　納税通知書発送時期と納期限

農耕作業用車・
小型特殊自動車の

ナンバープレート取得

　農耕作業用車・小型特殊自動

車を所有している人は、公道走

行の有無にかかわらず、税務課

窓口または各支所でナンバープ

レート取得の手続きが必要です。

■農耕作業用車

　トラクター・コンバインなど

■小型特殊自動車

　ホイールローダー・フォーク

　リフト・乗用モア など

　減免は毎年申請が必要です。今年度の申請期限は５月25日㊊です。
■対象となる車両
　①�その年の４月１日現在で、身体障がい、知的障がい、精神障がいのある
人が所有している車両。

　② �18 歳未満で身体障がい、知的障がい、精神障がいのある人を常時介
護する人が所有する車両。

　　�①・②に共通する注意事項
　　※運転する方が家族であっても減免を受けることができます。
　　※減免を受けることができる車両は、普通自動車も含め１人につき１台です。
　　※障がいの区分により、減免を受けられない場合があります。
　③軽自動車の構造が、介護などに使用されると認められる車両。
■必要なもの
　〇身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳　　
　〇納税通知書、運転免許証、車検証
　　※�マイナ免許証を使用する場合は、ご自身のスマートフォンに「マイナ免

許証読み取りアプリ」をインストールするなどして、運転免許情報を
提示してください。

　　※�電子車検証化された車両は、電子車検証および自動車検査証記録事
項
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若者議会検討委員会の
委員を募集します

自分たちのアイデアで鹿角を面白くしませんか？

若者議会キックオフミーティングのお知らせ

　若者議会検討委員会のスタートにあたり、

キックオフミーティングを開催します。申込

不要でどなたでも参加できますので、興味の

ある人はお気軽にお越しください。

■�日時　5 月 17 日㊐ 10 時～

■�場所　花輪市民センター 講堂（コモッセ内）

■�内容　先進地（愛知県新城市）の若者議会

関係者による事例発表および市長とのパネ

ルディスカッション

■�募集人数　15 人以内（応募者多数の場合は

選考。鹿角高等学校推薦枠 5 人を含む）

■�応募条件　市内に在住・在勤・在学している

平成 14 年 4 月 2 日～平成 23 年 4 月 1 日生

まれの人（令和 8 年度中に 16 歳～ 24 歳に

なる人）

■�任期　6 月（予定）～令和 9 年 3 月

※�会議は、年 10 回程度で夕方に開催予定です。8

月に、宿泊を伴う先進地視察を予定しています。

■�委員報酬　会議 1 回あたり謝金、交通費、

夕食を支給

■�応募方法　問い合わせ窓口および各市民セン

ターに設置している応募用紙に必要事項を記

入し、郵送または FAX、メール、持参のいず

れかにより生涯学習課まで提出してください。

※�応募用紙は、市ホームページからダウンロー

ドができます。

■�応募締切　5 月 31 日㊐

　そのほか、詳しくは、市ホームペ

ージをご確認ください。

問生涯学習課 社会教育班

　☎ 30-0292 FAX30-1140

　E-mail：gakushu@city.kazuno.lg.jp

　本市では、若者が地域課題に関わり、共にまちづくりについて考え、成長しながら活躍できる環境

をつくるため、令和９年度から「若者議会」を開始します。

　これから立ち上げる「若者議会」をどのようなルールで運営し、どんな風に鹿角の未来を変えてい

くのか　　。その設計図を描くのが、若者議会検討委員会です。

　「鹿角が好き」「もっとこうなったらいいのに」というあなたの気持ちを、一緒にカタチにしてみま

せんか。
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移住者ウェルカム事業

　移住された人の希望に合わせて、移住コン

シェルジュが地域のお店や人を案内するツア

ーを行っています。市内の事業者にご協力い

ただき、移住者にはうれしい特典があります。

初めてのお店に行くきっかけや地域の人との

新たなつながりとなるツアーです。無料です

ので、興味のある人はお気軽にお問い合わせ

ください。

移住者向けの
支援制度があります

問政策企画課 かづのライフ班 ☎ 30-0208

ようこ
そ鹿角

へ !!

　秋田県外から移住した下記のいずれかを満たす人に対し、引っ越しに要する費用、民間賃貸住宅
の家賃などの費用の 1/2 を補助します。

　金、仲介手数料、保証料）、家賃
○�補助額
　引っ越し費用→�単身世帯 上限 5 万円、複数

人世帯 上限 9 万円
　入居時初期費用→上限 3 万円
　家賃→ 1 月あたり①上限 2 万 5 千円、②・
　　　　 ③上限 2 万円（最長 24 カ月）
○申請期限　転入から 12 カ月以内
※�補助対象者は、いずれも秋田県外から本市に

移住した人が対象です。詳しい要件やその他
の補助制度については、お問い合わせください。

　ふるさとライフ若者定住支援補助金　

○�対象世帯　本市への移住前に県の「A
あ き た

→ KITA
登録」をしていて、本市に転入した次の①～
③のいずれかの世帯

　① 18 歳以下の子どもを扶養し同居する世帯
　※�移住した日の年度末までに 19 歳になる人

を除く
　②�世帯員のいずれかが 39 歳以下の世帯
　③ 39 歳以下の単身世帯
○�対象経費　引っ越し費用（引っ越し業者への

支払い費用、本市まで引っ越すための家財運
搬費用、不用品処分費）、入居時初期費用（礼
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　「子ども・子育て支援金制度」は、子どもや子育て世帯を社
会全体で支える新しい仕組みで、全ての世代に支援金を負担い
ただくことで、子育て支援施策の拡充に充てられるものです。
　支援金は、加入する医療保険の保険料と併せて納付してい
ただくことになります。納付が始まる時期は、それぞれの医
療保険者にお問い合わせください。
　子ども・子育て支援金制度に関するお問い合わせは、こど
も家庭庁コールセンターで受け付けています。
問子ども・子育て支援金制度に関すること
　こども家庭庁コールセンター ☎ 0120-303-272
問国民健康保険に関すること
　市民課 国保医療班 ☎ 30-0222
問国民健康保険税に関すること
　税務課 課税班 ☎ 30-0213
問後期高齢者医療保険に関すること
　秋田県後期高齢者医療広域連合 ☎ 018-853-7155

※以下のいずれかを満たす人
　・一定の給与所得者（給与収入 55 万円超）
　・�公的年金等に係る所得を有する人（公的年金等の収入金額が、65 歳未満で 60 万円超または 65 歳以上で 125 万円超）

※ 18 歳未満の均等割 10 割軽減分を、18 歳以上の被保険者数に応じてあん分し課税します。

世帯主および世帯に属する被保険者の所得の合計額が下記金額以下の世帯 軽減割合

43 万円＋ ( 給与・年金所得者等※の数ー 1)
× 10 万円 ７割

43 万円＋ ( 給与・年金所得者等※の数ー 1)
× 10 万円＋ 31 万円×世帯の被保険者数 ５割

43 万円＋ ( 給与・年金所得者等※の数ー 1)
× 10 万円＋ 57 万円×世帯の被保険者数 ２割

年間保険料

21,000 円が上限
＝ +

均等割額

（被保険者 1 人当たり）
1,350 円

所得割額

×　所得割率 0.25㌫
（総所得金額等ー 43 万円（基礎控除額））

年間保険税額

3 万円が上限
＝ + + +

均等割額

（被保険者 1 人当たり）

1,100 円

平等割額

（1 世帯当たり）

700 円

18 歳以上
均等割額※

（18 歳以上の
被保険者

1 人当たり）

35 円

所得割額

×　所得割率 0.32㌫

（総所得金額等ー 43 万円（基礎控除額））

後期高齢者医療保険の子ども・子育て支援金の算定方法

国民健康保険税の子ども・子育て支援金の算定方法

後期高齢者医療保険の子ども・子育て支援金の所得に応じた均等割軽減

子ども・子育て支援金の使い道
　支援金は、子どもや子育て世帯を社会全体で
支えるため、6 つの子育て施策の拡充に充てら
れます。

妊婦のための
支援給付

こども誰でも
通園制度

育児期間中の
国民年金保険料免除

育児時短
就業給付

児童手当の拡充

出生後休業
支援給付

子ども ・子育て支援金制度が始まります

2026年 5月号15 KAZUNO CITY 2026年 5月号 14KAZUNO CITY



後期高齢者医療保険料のお知らせ

※以下のいずれかを満たす人
　・一定の給与所得者（給与収入 55 万円超）
　・�公的年金等に係る所得を有する人（公的年金等の収入金額が、65 歳未満で 60 万円超または 65 歳以上で 125 万円超）

世帯主および世帯に属する被保険者の所得の合計額が下記金額以下の世帯 軽減割合

43 万円＋ ( 給与・年金所得者等※の数ー 1)
× 10 万円

７.2 割
※令和 8・9 年度の特例割合

43 万円＋ ( 給与・年金所得者等※の数ー 1)
× 10 万円＋ 31 万円×世帯の被保険者数 ５割

43 万円＋ ( 給与・年金所得者等※の数ー 1)
× 10 万円＋ 57 万円×世帯の被保険者数 ２割

年間保険料

85 万円が上限
＝ +

均等割額

（被保険者 1 人当たり）
55,996 円

所得割額

×　所得割率 9.73㌫
（総所得金額等ー 43 万円（基礎控除額））

後期高齢者医療保険料の所得に応じた均等割軽減

後期高齢者医療保険料の算定方法

　秋田県後期高齢者医療広域連合が 2 年ごとに保険料率の見直しを行い、決定した保険料率に基づいて、本市が
保険料の通知や納付書を送付しています。
　医療費が急増していることから、保険料の負担も年々増加している状況にあります。健康で安心な医療制度を維
持していくため、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、保険料率改定について詳しくは、秋田県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
問秋田県後期高齢者医療広域連合 ☎ 018-853-7155

後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療制度の対象者 後期高齢者医療保険料の納付方法
・75 歳以上の人（75 歳以上の誕生日から自動的に加入）
・65 歳以上 75 歳未満で一定の障がいがある人
　（市区町村に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入）

　75 歳になったときや県外から転入で新たに後
期高齢者医療保険へ加入した人は、初めは普通
徴収（口座振替または納付書）での納付になり
ます。一定期間後、該当者は自動的に特別徴収（年
金から引き去り）に切り替わります。
特別徴収の人
　年金からの引き去りで保険料を納めていただ
きます。対象者は、自動的に特別徴収になりま
すので、申請は不要です。
　ただし、年度途中で資格を取得した場合や、
年金の額によっては、普通徴収での納付になり
ます。
普通徴収の人
　口座振替または納付書で保険料を納めていた
だきます。

・�「一定の障がいがある」とは、身体障害者手帳に記載さ
れた障がいの等級が 1 ～ 3 級と、4 級の一部、精神障
害者手帳に記載された障がいの等級が 1 ～ 2 級、療育
手帳に記載された障がいの等級がＡ判定の人などです。

・�一定の障がいに該当する人の加入（障がいの認定の申
請）は任意です。障がいの認定は、いつでも申請、撤
回することができます。ただし、過去にさかのぼって
することはできません。

・�生活保護受給者と、外国人で在留期間が 3 カ月未満な
どの場合は対象になりません。

令和 8 年度
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お知らせ

 市からのお知らせ   -Information-

　医療機関、薬局などでマイナ保険証を利用する
場合は、これまでどおり、福祉医療費（マル福）
や自立支援医療制度などの受給者証の提示が必要
ですので、忘れずにお持ちください。
問市民課 国保医療班 ☎ 30-0222

福祉医療費（マル福）や自立支援医療制度
などの受給者証をお持ちの人へ

　奇数月に送付していた国民健康保険の医療費通
知を年 2 回の送付に変更します。
○変更後の送付スケジュール
　診療月 1 月～ 10 月 → 令和 9 年 1 月
　　　　 11 月～ 12 月 → 令和 9 年 2 月
問市民課 国保医療班 ☎ 30-0222

国民健康保険の医療費通知の
送付スケジュールを変更します

学校管理下（保育中含む）のけがは
マル福の対象外です 

　学校管理下（保育中含む）における負傷または
疾病などにかかる医療費は、（独）日本スポーツ
振興センターの災害共済給付の対象となります。
そのため、福祉医療費受給者証（マル福）は利用
できませんので、ご注意ください。
　詳しくは、各学校の担当者にお問い合わせくだ
さい。
問市民課 国保医療班 ☎ 30-0222

ニホンカモシカに近づかないで

　近年、市内各地でニホンカモシカの目撃情報が
多く寄せられています。ニホンカモシカは基本的
におとなしい動物ですが、警戒心が強いため、大
声など大きな音で刺激すると、突進や角で攻撃し
てきます。目撃しても近づかないようにしましょう。
　また、カモシカが死亡しているときなどは、さ
まざまな病原菌を持っている可能性がありますの
で、問い合わせ先までご連絡ください。
問文化財・世界遺産課 ☎ 30-0294

経済センサス－活動調査にご協力ください

　総務省と経済産業省では６月１日を基準日とし
て、「経済センサス―活動調査」を実施します。
　この調査は令和６年に実施した「経済センサス
―基礎調査」や令和３年に実施した「経済センサ
ス―活動調査」を基に、事業所や企業の情報を活
用して、売上高や経理項目などの調査を行うもの
ですので、ご理解・ご協力をお願いします。
○調査対象　全国すべての事業所および企業
○調査方法　
　・�４月中に郵送でインターネット回答用の調査

書類が届いた事業所については、「インター
ネット回答利用ガイド」などをご覧の上、イ
ンターネットでご回答ください。

　・�新たに開設した事業所やインターネット回答
が未回答の事業所には５月中に調査員が訪問
し、調査票を配付しますので、インターネッ
ト回答または紙の調査票の提出にてご回答く
ださい。

　・�支店などを有する事業所については本社宛て
にインターネット回答用の調査書類が郵送さ
れます。本社が支店分も一括してインターネ
ットでご回答ください。

問デジタル戦略・広報室 ☎ 30-0207

　毎年、山菜採りなどによる遭難が発生していま
す。「山に入り慣れているから大丈夫」という過信
は事故のもとです。次のことを心がけて遭難事故
を防ぎましょう。
○山菜採りの心得　五か条
1. 入山は、場所、帰宅予定時刻を告げてから
2. 入山前に自分の位置を確認し、目標物を定めて
3. 時間を決め、早めに下山する
4. 単独行動はできるだけ避ける
5. マナーを守り、ごみは必ず持ち帰る
○入山の自粛について
　クマによる人身事故を防ぐことを目的に、今年も
十和田高原地区と八幡平地区（仙北市との境界付
近）への山菜採りを目的とした入山禁止措置を実
施します。ご理解とご協力をお願いします。
問総務課 危機管理室 ☎ 30-0299
　鹿角警察署 ☎ 23-3321

山菜採りなどによる遭難に注意
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お 知 ら せ ／ 催 し ・ イ ベ ン ト

ふれあいサロン

　ふれあいパートナー（傾聴ボランティア）と、ゆっ
くりお話ができる場所です。予約不要で、どなたで
も無料で利用できますので、お気軽にお越しください。
関善賑わい屋敷
　○開催日　4 月～ 12 月の 8、18、28 日
　　　　　  ※ 8 月 18 日㊋、12 月 28 日㊊は休み
　○時間　9 時～ 11 時
文化の杜交流館コモッセ こもれび広場
　○�開催日　令和 9 年 1 月 18 日㊊、2 月 8 日㊊、

3 月 18 日㊍
　○時間　9 時 30 分～ 11 時
問すこやか子育て課 健康づくり班　☎ 30-0119

　予約・申し込みが必要な検診がありますので、
希望する人は忘れずに予約や申し込みをしましょう。
　検診の対象や日時などの詳細は、広報４月号と
一緒に配布した「令和 8 年度健康づくりガイド」、
または市ホームページをご確認ください。
※�申し込みの締め切りは、各検診によって異なり

ますので、ご注意ください。
○�予約が必要な検診
・�子宮がん、乳がん検診
※�検診日程などを変更しました。詳しくは、二次

元コードからご確認ください。
・前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診
○申し込みが必要な検診
・�胃・大腸がん検診（令和 7 年度に受診していな

い人）
・骨粗しょう症検診
�○申込方法
　①�ＷＥＢ　右の二次元コードを読み取
　　り、必要事項を入力してください。
　②�電話　☎ 30-0119 平日 8 時 30 分～
　　17 時 15 分（水曜日は 19 時まで）
問すこやか子育て課 健康づくり班 ☎ 30-0119

 がん検診などの予約・申込受付中 

子
宮
・
乳
が

ん
検
診
↓

そ
の
他
の

検
診
↓

　狂犬病は、犬だけの病気と考えられがちですが、
全てのほ乳類に感染し、発症するとほぼ 100㌫の
確率で死に至る病気です。愛犬と家族や社会を守
るためにも、狂犬病予防注射を受けましょう。
�○日にち・獣医、時間、場所

問すこやか子育て課 健康づくり班 ☎ 30-0119

5 月の狂犬病予防接種のお知らせ

日にち・
獣医 時間 場所

24 日㊐
かなざわ

動物
クリニック

9 時～ 9 時 25 分 大湯支所前

9 時 40 分～
9 時 55 分 錦木地区市民センター前

10 時 20 分～
10 時 35 分 尾去沢市民センター前

10 時 50 分～
11 時 35 分 福祉保健センター南側入口

31 日㊐
かとう

スワイン
クリニック

8 時 50 分～
9 時 05 分

下草木研修集会施設前
※�草城会館（中草木）は
　実施しません

9 時 15 分～
9 時 40 分 柴平地域活動センター前

9 時 50 分～
10 時 05 分 東町分館前

10 時 15 分～
10 時 40 分 乳牛自治会館前

10 時 45 分～
11 時 05 分 交流センター前

11 時 15 分～
11 時 35 分 久保田自治会館前

子育て応援リユース事業

　家庭で不要になった学校制服・学用品や指定ジ
ャージなどを回収し、必要な人に無料で提供しま
す。リユース品の回収ボックスを設置しています
ので、ご家庭で眠っている学用品などがありまし
たら、ぜひご提供ください。
※�回収ボックスは、福祉保健センター入口に常設

しています。
○受付時間　 平日９時～ 20 時、土曜日９時～ 16 時
※日曜祝日は、福祉保健センターを閉館しています。
○�回収するもの　学校指定のジャージ、通学カバ

ン／制服（旧高等学校の制服は回収しません）
／ネクタイ、スカーフ、ボタン類／柔道着（体
育の授業で使用するもの）／校章、組章／彫刻
刀セット、習字セット、絵の具セット／辞典、
電子辞書

※�回収したものは５月 16 日㊏に提供予定です。
問すこやか子育て課 こども家庭応援班
　☎ 30-0235
　NPO 法人子どもコンシェルジュ
　☎ 080-8223-3036
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 市からのお知らせ   -Information-

花輪図書館 イベント情報

第 4 回サンショウウオ属観察会
「かづのしにくらすみずべのじゅうみん～サンシ
ョウウオかんさつかい！～」
○日時　5 月 5 日㊋ 14 時～ 16 時
○場所　花輪市民センター 講堂 ( コモッセ内 )
○定員　20 人（要申込・先着順）
○申込方法　右の二次元コードからお
　申し込みください。
○�申込締切　5 月 2 日㊏
○�主催　日本サンショウウオ属と人の会 東北支

部 自然観察部門
古文書読み方講座
○日時　5 月 21 日㊍ 13 時 30 分～ 15 時
○場所　花輪市民センター 会議室 1( コモッセ内 )
○講師　佐藤 和

か ず こ

子 氏
○�内容　内藤調

ちょういち

一「出陣日記」（慶応 4 年頃）、「御
歳御規式●●」（文化 7 年）

※�「●●」は、古文書資料で書名が欠落している
箇所です。

臨時休館のお知らせ
　特別整理期間のため、臨時休館します。
○�期間　5 月 25 日㊊～ 6月 1日㊊

問花輪図書館 ☎ 23-4471

　シルバーリハビリ体操指導士は、体操を通して
地域を元気にするために活動しています。体操に
関わる身体の仕組みや体操を、気軽に楽しく学ん
でみませんか。
○�日時　�6 月 8 日㊊、11 日㊍、18 日㊍、22 日㊊、

25 日㊍
　　　　10 時～ 16 時（各日共通）
○�場所　福祉保健センター
○�対象　全日程を受講できる人で、地域で体操普

及のボランティア活動ができる人
○�申込方法　問い合わせ先や各市民センター窓口

に設置している申込書を問い合わせ
　先に提出するか、右の二次元コード
　または電話でお申し込みください。
○�申込期限　6 月 1 日㊊
問あんしん長寿課 介護予防班 ☎ 30-0103

シルバーリハビリ体操 3 級指導士養成講習会

催し・イベント

おとなの書道講座
～内藤湖南を目指しましょう～

○日時　5 月 16 日㊏ 10 時～ 12 時
○�講師　西 文

ふ み お

雄 氏
○�定員　10 人（要申込・先着順）
※道具は先人顕彰館で用意します（持参も可）。
問先人顕彰館　☎ 35-5250

大湯ストーンサークル館 イベント情報

展示ホールの無料開放
　こどもの日に合わせ、展示ホールを無料開放し
ます。
○日時　５月 5 日㊋ 9 時～ 18 時
J
じ ょ も

OMO ラボ「クルミの樹皮採取と染め体験」
○日時　5 月 17 日㊐
　① 10 時～ 12 時 樹皮採取
　② 13 時～ 15 時 30 分 染め体験
○場所　①大湯環状列石周辺、②縄文工房
○定員　各 10 人（要申込）
○参加費　①は無料、②は 700 円
ガイド入門講座
○日時　5 月 23 日㊏ 13 時 30 分～ 15 時 30 分
○�場所　縄文工房
○�講師　大湯ストーンサークル館学芸員、大湯

SC の会会員
○定員　10 人（要申込）
○�内容　基礎講座、大湯ストーンサークル館展示

ホール・遺跡案内のデモンストレーション
問大湯ストーンサークル館 ☎ 37-3822

○日時　5 月 15 日㊎ 14 時～ 16 時 
○場所　十和田市民センター ホール
○講師　金沢 文

ぶんぞう

三 氏
○�内容　松浦武四郎の鹿角街道をゆく（二）
問�十和田図書館 ☎ 35-3239

郷土を語る会
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催 し ・ イ ベ ン ト

　無料で参加できます。前日ま
でに、市民課国保医療班（☎
30-0222）または二次元コード
から申し込みください。どの教
室に参加する場合でも、水分補
給の飲料を忘れずにお持ちくだ
さい。日程や場所が変更になる
場合は、申請者に個別に連絡し
ます。

5 月の健康運動教室

○ココから体操教室（華美会）

　8 日㊎ 10 時～／十和田市民センター／運動ぐつ
○ゆったりヨガ教室（ゆったりヨガサークル）

　�8 日㊎ 10 時 15 分～／花輪市民センター（コモ
ッセ内）／ヨガマットまたは大判バスタオル

○スローエアロビクス教室（ヘルスデザインクラブ）

　�13 日㊌ 10 時～／花輪市民センター（コモッ
セ内）／運動ぐつ

○�フィットネス教室（ウインプルスポーツクラブ）ストレッ

チポール　
　��14 日㊍ 19 時～／福祉保健センター／タオル、

ヨガマットまたは大判バスタオル
○�ストレッチポール教室 （さんさんレディースクラブ）

　�18 日㊊ 10 時～／十和田市民センター／運動ぐ
つ、①ストレッチポール、②ヨガマット

　※①②は有料で貸出可
�○浅利ゆみ先生の健康体操教室（スマイル教室）

　�26 日㊋ 13 時 30 分～／福祉保健センター
○ちょ筋ストレッチ教室 （ホリデーサークル）

　�31 日㊐ 10 時～／福祉プラザ／ヨガマットま
たは大判バスタオル

無料託児を利用する場合　4 日前までに子ども未来
センター（☎ 30-0855）へ申し込みください。

申
し
込
み
は

こ
ち
ら
↓

5 月の認知症カフェ（9時 30分～ 12時 30分）

※老若男女どなたでも無料で参加できます。
問�あんしん長寿課 介護予防班 ☎ 30-0103

名称・連絡先 日にち 場所

オレンジカフェ 
しゃべり～な
☎ 30-0103

1 日㊎
文化の杜交流館
コモッセ こもれび広場
※ 6 月 5 日㊎も実施

15 日㊎ 谷内地区市民センター

ユニバーサルカフェ
 Y

ゆ と り

UTORI　
☎ 37-2088

11 日㊊ 大湯温泉保養センター 
湯都里

どまっこカフェ
☎ 25-8264 14 日㊍ 多世代交流スペース

どまっこ

いこいカフェ
☎ 32-3330 20 日㊌

いこいの里
※ 10 時 30 分～ 12 時

ぷら～っとカフェ
☎ 23-2165 21 日㊍ 社会福祉協議会

みんなのカフェ
モモちゃんカフェ
せきがみ ☎ 35-5556

21 日㊍ デイサービスみしょうえん
※ 13 時 30 分～ 16 時 30 分

5 月の認知症サポーター養成講座

※�参加費無料、申込不要です。受講者には「認知症サポーターカ
ード」をお渡しします。

問あんしん長寿課 介護予防班 ☎ 30-0103

場所 日にち 時間
十和田市民センター
視聴覚室 11 日㊊ 13 時 30 分～ 15 時

花輪市民センター
研修室（コモッセ内） 16 日㊏ 10 時～ 11 時 30 分

5 月の献血車訪問
日にち 受付時間 場所

15 日㊎  9 時～ 11 時 30 分、
 13 時～ 15 時 30 分 鹿角市役所

28 日㊍
 9 時～ 10 時 ㈱ミートランド

 12 時～ 13 時 ㈱柳澤鉄工所

 14 時～ 16 時 30 分 かづの厚生病院

日にち 場所
1 日㊎、15 日㊎  大湯温泉保養センター 湯都里
4 日㊊、21 日㊍  尾去沢市民センター
7 日㊍、20 日㊌  福祉保健センター

8 日㊎  錦木地区市民センター
12 日㊋、26 日㊋  十和田市民センター
14 日㊍、28 日㊍  八幡平市民センター

22 日㊎  柴平地域活動センター（14 時～ 15 時）
26 日㊋  文化の杜交流館コモッセ（10 時～ 11 時）

5 月のシルリハ体操教室（13時 30分～ 14時 30分）

※水分補給用の飲み物をご準備ください。
問あんしん長寿課 介護予防班 ☎ 30-0103

※ �400㍉㍑献血にご協力をお願いします。
問すこやか子育て課 健康づくり班 ☎ 30-0119

　介護保険制度の説明会を行いますので、興味の
ある人は、ぜひご参加ください。申し込みは不要
で、どなたでも参加できます。
○日時　5 月 20 日㊌ 10 時～
○場所　福祉保健センター ２階 会議室
問�あんしん長寿課 高齢者支援班 ☎ 30-0234

介護保険制度説明会
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子ども未来センター イベント情報

日にち 内容 対象 受付開始

8 日㊎ 乳児相談
（8 ～ 10 か月児）

令和 7 年 7・8 月生
9 時 45 分

12 日㊋ 乳児相談
（4 ～ 5 か月児）

令和 7 年 12 月生

15 日㊎ 3 歳児健診
令 和 4 年 12 月 1 日 ～
令和 5 年 1 月 25 日生

12 時 40 分

28 日㊍
1 歳 6 か月児健診

令和 6 年 8 月 28 日～
9 月 23 日生

3 ～ 4 か月児健診
令和 8 年 1 月 1 日～
2 月 15 日生

13 時 30 分

乳幼児の健診カレンダー
（場所：福祉保健センター）

※�体調不良や 5月の参加が難しい場合は、ご連絡ください。
問すこやか子育て課 健康づくり班 ☎ 30-0119

　登校中の子どもたちに、「おはよう」や「気を付けてね」
などの声かけをお願いします。各地域の通学時間などに
合わせてご協力ください。
○日時　7 日㊍  7 時 15 分～ 8 時

5 月の声かけ運動

児童センター イベント情報

児セ de チャレンジ「チャレンジ the MUSIC」
○日にち　�5 月 16 日㊏
○�時間　10 時～ 12 時
○�場所　児童センター（福祉プラザ内）
○�講師　柳沢 蘭

らん

 氏（ピアノ演奏者）
○�対象　市内小・中・高校生
○�定員　50 人（要申込）
○�参加費　200 円
元気 MORIMORI 食堂
○日にち　５月 24 日㊐ 
○時間　11 時 30 分～ 14 時
○場所　児童センター（福祉プラザ内）
○対象　市内小・中・高校生
○参加費　無料
問児童センター ☎ 23-7180、23-7023

Café の日
○日時　５月 7 日㊍ ９時～ 17 時
○�場所　子ども未来センター（コモッセ内）
○�対象　市内未就学児とその家族
あのねの日（保健師・助産師）
○日時　５月 7 日㊍ 10 時～ 12 時
　　　　（受付 11 時まで）
○場所　�子ども未来センター、
　　　　花輪市民センター 和室（コモッセ内）
○�対象　市内未就学児とその家族
○�定員　当日先着 20 組（申込不要）
※助産師への相談は、先着 10 組です。
○�持ち物　母子手帳、バスタオル
奏＆ Y

よ む よ む

OMUYOMU ＆ P
ぴ ょ ん ぴ ょ ん

YONPYON の日
○日時　５月 14 日㊍ 10 時 30 分～ 11 時 30 分
○�場所　花輪市民センター 和室（コモッセ内）
○�対象　市内未就学児とその家族
ぺたぺた＆ぱぱといっしょ♪
○日時　５月 23 日㊏ 10 時 30 分～ 11 時 30 分 
○�場所　花輪市民センター 講堂（コモッセ内）
○�対象　市内未就学児とその家族

はぴはぴば～すでぃ
　4・5 月生まれのお友達と 10・11 月生まれの
ハーフバースデーのお友達のお誕生会をします。
○日時　５月 26 日㊋ 11 時～ 
○�場所　子ども未来センター（コモッセ内）
○�対象　市内未就学児とその家族
○参加費　無料（申込不要）
NP 講座「Syabell（しゃべ～る）～話すことで
見つかる私らしい子育て～」
○日時　�5 月 27 日㊌～ 7 月 8 日㊌（全 7 回）
　　　　10 時 30 分～ 12 時
○�場所　子ども未来センター（コモッセ内）
○�対象　市内の子育て中の母親
○定員　10 人（要申込・先着順）
※無料託児あり（要申込・事前会員登録が必要）
あかちゃいくるの日
○日時　５月 28 日㊍ 9 時～ 18 時 
○�場所　子ども未来センター（コモッセ内）
○�対象　市内未就学児とその家族
M

も ぐ も ぐ

OGUMOGU の日
○日時　５月 28 日㊍ 10 時 30 分～ 11 時 30 分
○場所　�花輪市民センター 和室・調理室（コモ

ッセ内）
○�対象　市内未就学児とその家族
○定員　親子 16 組（要申込）
問子ども未来センター ☎ 30-0855
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催し・イベント

2026年 5月号21 KAZUNO CITY 2026年 5月号 20KAZUNO CITY



人口　26,084 人

　男　12,442 人

　女　13,642 人

世帯　12,233 世帯

木村 湊
み な と

飛 くん ➊歳 
令和 7 年 5月 30日生（花輪）
父・大希さん / 母・里紗さん

HAPPY BIRTHDAY ― お誕生日、おめでとう ―

 十二林 玄
げ ん じ

鐘 くん ❹歳 
令和 4 年 5月 9日生（花輪）

父・一元さん / 母・麻理子さん

我が家のお調子者‼毎日ふ
ざけて元気いっぱい‼いっぱ
い遊んで大きくなってね★

何にでも興味津々な湊飛。に
こにこ笑顔に癒やされていま
す。すくすく元気に育ってね！

写真の応募
はこちら

コース 日にち
大湯②コース  1 日㊎・15 日㊎・29 日㊎
八幡平コース  5 日㊋・19 日㊋
尾去沢コース  8 日㊎・22 日㊎
毛馬内コース  12 日㊋・26 日㊋
大湯①コース  14 日㊍・28 日㊍
花輪コース  21 日㊍

今月の新着本今月の新着本

　みその種類や製造法、日々の食
卓での取り入れ方から、伝統製法
にこだわる全国のみそ蔵と看板み
その紹介まで、みその世界が広が
る一冊です。

　身近なお店をテーマに、お客さ
んから見えない所で働いている人
の様子がわかる子どもたち向けの
しかけ絵本です。大人も「なるほ
ど」と思いながら親子で楽しめる
一冊です。

日本人に味噌が必
要な７つの理由
岩木 みさき : 著
( エクスナレッジ )

おみせやさん
どうなってるの？
and EIGHT：作
( 交通新聞社 )

問 花輪図書館（コモッセ内）☎23－4471
十和田図書館 ☎35－3239

※偶数月号は、花輪図書館、奇数月号は、十和田図書館の新着本を紹介します。

十和田図書館館 　  

お子さんの誕生日の前月10日までに、右上の二次元コードから必要事項を入力し、
写真をお送りください。※先着 2人まで。     問デジタル戦略・広報室 ☎ 30-0207

 　 あおぞらブック号 5 月の巡回日

※��貸出場所・時間については、十和田図書館に
お問い合わせください。

在宅当番医

診察時間
月曜～金曜　17 時～ 20 時　
土曜　　　　14 時～ 17 時
日曜祝日　　８時 30 分～ 17 時
※かづの厚生病院の入り口は、「救急入口」です。

5/1 金

2 土

5 火

8 金

3 日

6 水

9 土

4 月

7 木

10 日

12 火

19 火

26 火

14 木

21 木

28 木

30 土

17 日

24 日

11 月

13 水

20 水

27 水

16 土

23 土

15 金

22 金

29 金

18 月

25 月

鹿角中央病院　　　　☎ 23-4131

鹿角中央病院　　　　☎ 23-4131

鹿角中央病院　　　　☎ 23-4131

鹿角中央病院　　　　☎ 23-4131

福永医院　　　　　　☎ 35-3117

かづのファミリークリニック  ☎ 22-6080

かづのファミリークリニック  ☎ 22-6080

かづの厚生病院　　　☎ 23-2111

なかのクリニック　　☎ 22-7335

なかのクリニック　　☎ 22-7335

小坂町診療所　　　　☎ 29-5500

小坂町診療所　　　　☎ 29-5500

小坂町診療所　　　　☎ 29-5500

いけがみクリニック　☎ 30-0111

大湯リハビリ温泉病院  ☎ 37-3511

大湯リハビリ温泉病院  ☎ 37-3511

大湯リハビリ温泉病院  ☎ 37-3511

大湯リハビリ温泉病院  ☎ 37-3511

三ヶ田医院　　　　　☎ 31-1231

かづのファミリークリニック  ☎ 22-6080

なかのクリニック　　☎ 22-7335

三ヶ田医院　　　　　☎ 31-1231

三ヶ田医院　　　　　☎ 31-1231

いけがみクリニック　☎ 30-0111

大湯リハビリ温泉病院  ☎ 37-3511

福永医院　　　　　　☎ 35-3117

福永医院　　　　　　☎ 35-3117

福永医院　　　　　　☎ 35-3117

なかのクリニック　　☎ 22-7335

かづの厚生病院　　　☎ 23-2111

人口と世帯

（3 月末）

いけがみクリニック　☎ 30-0111

31 日
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皆さんからのお知らせを掲載します。
〇提出締切　発行前月の８日
〇提出先　デジタル戦略・広報室 
　FAX:30-1122
　E-mail:kouhou@city.kazuno.lg.jp
※依頼原稿は必ず掲載されるとは限りません。
　あらかじめ了承ください。

情報の広場　
県
で
は
、
令
和
７
年
度
に
発
生

し
た
大
雪
の
災
害
復
旧
工
事
に
要

す
る
費
用
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
　
大
雪
に
よ
り
被
害
を
受

　
け
た
住
家

▼
補
助
額　
補
助
対
象
工
事
費
の

　
10
㌫
（
最
大
８
万
円
）

問
鹿
角
地
域
振
興
局
建
築
課

　
☎
23
‐
２
３
１
１

▼�

審
査
日　
5
月
8
日
㊎
、
7
月

10
日
㊎
、
9
月
10
日
㊍
、
11
月

10
日
㊋
、
令
和
９
年
1
月
８
日

㊎
、
3
月
10
日
㊌

▼
時
間　
9
時
～
12
時

　
　
　
　
（
受
付 

11
時
30
分
ま
で
）

▼
場
所　

�

秋
田
県
庁
第
二
庁
舎

　
　
　
　
５
階
52
会
議
室

▼
手
数
料（
刀
剣
一
振
り
に
つ
き
）

　
新
規
登
録 

６
３
０
０
円

　
再
交
付 

３
５
０
０
円

※
秋
田
県
証
紙
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ

　
ュ
レ
ス
決
済
で
支
払
い

▼�
登
録
対
象　
伝
統
的
な
製
造
方

法
に
よ
っ
て
鍛
錬
し
、
焼
き
入

れ
を
施
し
た
日
本
刀

※�

外
国
製
刀
剣
や
指
揮
刀
、
儀
礼

刀
な
ど
模
造
刀
身
は
対
象
外

▼
持
ち
物

・
申
請
手
数
料

・�

銃
砲
刀
剣
類
（
包
み
や
容
器
に

入
れ
て
く
だ
さ
い
）

・�

警
察
署
が
発
行
し
た
発
見
届
出

済
証
（
新
規
登
録
の
場
合
）

・�

身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

・�

委
任
状
（
代
理
人
が
手
続
き
を

す
る
場
合
）

問
秋
田
県
教
育
庁

　
生
涯
学
習
課 

文
化
財
保
護
室

　
☎
０
１
８
‐
８
６
０
‐
５
１
９
２

▼
日
に
ち　

�

６
月
２
日
㊋
～
25
日

㊍
ま
で
の
毎
週
火
・

水
・
木
曜
日

▼
時
間　
19
時
～
20
時

▼
場
所　
М
Ｉ
Ｔ
プ
ラ
ザ

▼
対
象　
小
学
3
年
生
以
上

▼
参
加
費　
無
料

▼
申
込
締
切　
５
月
30
日
㊏

▼
申
込
方
法　
千
歳
盛
酒
造
㈱
に

　
備
え
付
け
の
申
込
書
、

　
ま
た
は
二
次
元
コ
ー

　
ド
か
ら
お
申
し
込
み

　
く
だ
さ
い
。

問
花
輪
ば
や
し
祭
典
委
員
会

　
（
千
歳
盛
酒
造
㈱
内
）

　
☎
22
‐
６
０
８
８

▼
日
時　
５
月
30
日
㊏
、
31
日
㊐

　
　
　
　
10
時
～
15
時

▼
場
所　

�

定
期
市
場 
花
輪
朝
市
、

　
　
　
　
関
善
賑
わ
い
屋
敷 

※�

「
旧
関
善
酒
店
前
～
御
伊
勢
堂

間
」
は
、
両
日
と
も
一
般
車
両

通
行
止
め
に
な
り
ま
す
。
駐
車

場
は
定
期
市
場
の
マ
ル
シ
ェ

側
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

※
出
店
者
情
報
な
ど
、
詳
し
く
は

　
イ
ン
ス
タ
グ
ラ

　
ム
を
ご
確
認
く

　
だ
さ
い
。

問
ク
ラ
ウ
ン
マ
ル
シ
ェ

　
実
行
委
員
会
（
阿
部
） 

　
☎
０
９
０
‐
７
５
２
４
‐
４
５
９
９

▼
試
験
区
分　
大
学
卒 

一
般
事
務

▼
採
用
予
定
人
数　
若
干
名

▼
受
験
資
格　
平
成
10
年
４
月
２

　
日
以
降
生
ま
れ
で
、
学
校
教
育

　
法
に
よ
る
大
学
（
４
年
制
）
を

　
卒
業
ま
た
は
令
和
９
年
３
月
31

　
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
人

▼
試
験
日　
６
月
中
に
設
定
予
定

　
の
試
験
期
間
か
ら
日
時
を
選
択

▼
試
験
会
場　
希
望
す
る
テ
ス
ト

　
セ
ン
タ
ー
会
場
（
県
内
で
は
秋

　
田
市
２
カ
所
の
予
定
）

▼
受
付
期
間　
５
月
中

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

　
認
く
だ
さ
い
。

問�

秋
田
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

総
務
課

　
☎
０
１
８
‐
８
６
２
‐
５
２
６
２

▼
申
請
期
限　
６
月
５
日
㊎

▼�

実
施
期
間　
６
月
29
日
㊊
～

　
令
和
９
年
２
月
26
日
㊎

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

　
認
く
だ
さ
い
。

問
（
公
財
）
秋
田
県
国
際
交
流
協
会

　
☎
０
１
８
‐
８
９
３
‐
５
４
９
９

▼
期
間　
６
月
３
日
㊌
～

　
　
　
　
11
月
26
日
㊍

　
（
点
訳
全
24
回
・
音
訳
全
23
回
）

▼
時
間　
10
時
～
12
時

▼
場
所　
秋
田
県
点
字
図
書
館

▼
定
員　
各
10
人

※
事
前
説
明
会
終
了
後
に
講
座
の

　
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
受
講
料　
無
料
（
テ
キ
ス
ト
代

　
は
自
己
負
担
）

事
前
説
明
会

▼
日
時　
５
月
８
日
㊎

　
　
　
　
10
時
～
11
時
45
分

▼
申
込
締
切　
５
月
７
日
㊍

問
秋
田
県
点
字
図
書
館

　
☎
０
１
８
‐
８
４
５
‐
０
０
３
１

銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
会

手
作
り
雑
貨
と
フ
ー
ド
の
イ
ベ
ン
ト

ク
ラ
ウ
ン
マ
ル
シ
ェ
開
催

花
輪
ば
や
し

笛
・
三
味
線
夏
季
練
習
会

秋
田
県
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

推
進
事
業
（
災
害
復
旧
）

秋
田
県
市
町
村
職
員
共
済

組
合
職
員
採
用
試
験

点
訳
・
音
訳
奉
仕
員

養
成
講
座

Ａ
Ｉ
Ａ
国
際
活
動
助
成
金
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▼
募
集
期
間　
５
月
７
日
㊍
～

　
　
　
　
　
　
27
日
㊌

▼
選
考
日　
６
月
２
日
㊋
（
面
接

　
お
よ
び
筆
記
試
験
）

※
訓
練
説
明
会
を
５
月
７
日
㊍
・

　
20
日
㊌
（
10
時
～
）
に
ハ
ロ
ー

　
ワ
ー
ク
鹿
角
で
開
催
し
ま
す
。

問�

鹿
角
地
方
職
業
能
力
開
発
協
会

　
☎
23
‐
４
３
３
０

▼
日
時　
５
月
13
日
㊌
～
14
日
㊍

　
　
　
　
９
時
～
16
時
30
分

▼
場
所　

�

鹿
角
地
方
職
業
能
力
開

発
協
会

▼�

対
象
者　
日
常
業
務
で
オ
フ
ィ

ス
ソ
フ
ト
を
使
用
し
て
い
る
人

▼
定
員　
12
人

▼�

受
講
料　
１
万
円
（
テ
キ
ス
ト

代
含
む
）

▼
申
込
期
限　
５
月
７
日
㊍

問�

鹿
角
地
方
職
業
能
力
開
発
協
会

　
☎
23
‐
４
３
３
０

▼
日
に
ち　
５
月
17
日
㊐

　
人
事
、
労
務
、
助
成
金
な
ど
の

お
悩
み
を
、
社
会
保
険
労
務
士
が

無
料
で
電
話
・
メ
ー
ル
で
の
相
談
、

個
別
訪
問
支
援
を
行
い
、
お
悩
み

解
決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

▼
受
付
時
間　
平
日
９
時
～
17
時

問
秋
田
働
き
方
改
革
推
進

　
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
‐
６
９
５
‐
７
８
３
、

☎
０
１
８
‐
８
６
５
‐
５
３
３
５

▼
期
間　
６
月
26
日
㊎
～

　
　
　
　
９
月
25
日
㊎

▼
時
間　
９
時
～
15
時
50
分

▼
場
所　

�

鹿
角
地
方
職
業
能
力
開

発
協
会

▼�

対
象
者　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
求

職
申
し
込
み
を
し
て
い
る
人

で
、
キ
ー
ボ
ー
ド
入
力
・
マ
ウ

ス
操
作
の
で
き
る
人

▼
定
員　
15
人

▼�

受
講
料　
無
料
（
テ
キ
ス
ト
代

な
ど
の
諸
経
費
は
自
己
負
担
）

▼
時
間
　
10
時
～
15
時

▼
場
所　
浅
利
佐
助
商
店
敷
地
内

※
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
限
り
が
あ
る

　
た
め
、
な
る
べ
く
乗
り
合
わ
せ

　
で
来
場
く
だ
さ
い
。

▼�

内
容　
福
寿
の
み
そ
企
画
・
子

ど
も
向
け
企
画
、
出
店
者
物
販

な
ど

問
㈱
浅
利
佐
助
商
店

　
☎
23
‐
３
１
２
７

▼
日
時　
６
月
４
日
㊍
～
５
日
㊎

　
　
　
　
８
時
30
分
～
15
時

▼
場
所　
鷹
巣
技
術
専
門
校

□出張年金相談（鷹巣年金事務所）

　�相談日：13 日㊌、20 日㊌、27 日㊌／

場所：市役所第１・２会議室／時間：

10 時～ 12 時、13 時～ 15 時 30 分 
※�前日までに予約が必要です。基礎年金番号の分か

る年金手帳などを準備してお電話ください。

問鷹巣年金事務所 ☎ 0186-62-1490

□無料総合相談（人権擁護委員・行政相談委員）

　�相談日：12 日㊋／場所：市役所会議室

／時間：13 時 30 分～ 16 時

※事前予約は不要です。

問生活環境課 コミュニティ推進班 ☎ 30-0202

□無料土地・家屋相談（土地家屋調査士）

　�相談日：19 日㊋／場所：市役所会議室

／時間：13 時 30 分～ 15 時 30 分／担当：

千葉 勉 土地家屋調査士　

※前日までに予約が必要です。

問消費生活センター ☎ 30-0258

□無料弁護士相談（秋田弁護士会）

��　�相談日：14 日㊍、28 日㊍／場所：市役

所会議室／時間：13 時 30 分～ 16 時／

担当：14 日→川田 繁幸 弁護士、28 日

→熊谷 克史 弁護士

※両日とも、�前日までに予約が必要です。

問消費生活センター ☎ 30-0258

5 月の相談日程

浅
利
佐
助
商
店

福
寿
祭
り

▼
対
象
者　
企
業
在
職
中
で
文
字

　
入
力
が
で
き
る
人

▼
定
員　
10
人

▼�

受
講
料　
無
料
（
テ
キ
ス
ト
代

１
３
０
０
円
は
自
己
負
担
）

▼
申
込
期
限　
５
月
20
日
㊌

問
秋
田
県
立
鷹
巣
技
術
専
門
校

　
☎
０
１
８
６
‐
８
４
‐
８
３
５
１

▼
日
時　
６
月
18
日
㊍
～
19
日
㊎

　
　
　
　
９
時
～
16
時

▼
場
所　
鷹
巣
技
術
専
門
校

▼
対
象
者　
企
業
在
職
中
で
文
字

　
入
力
が
で
き
る
人

▼
定
員　
10
人

▼�

受
講
料　
未
定

▼
申
込
期
限　
６
月
１
日
㊊

問
秋
田
県
立
鷹
巣
技
術
専
門
校

☎
０
１
８
６
‐
８
４
‐
８
３
５
１

▼
日
時　
5
月
11
日
㊊

　
　
　
　
18
時
～
20
時
30
分

▼
場
所　

�

花
輪
市
民
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
会
議
室
１(

コ
モ
ッ
セ
内)

問�

鹿
角
の
医
療
と
福
祉
を
考
え
る

市
民
町
民
の
会 

　
☎
22-

７
１
６
６

※ 6 月 1 日㊊は、固定資産税 第 1 期と軽自動車税の納期限です。

パ
ソ
コ
ン
短
期
集
中
研
修 

第
２
弾

オ
フ
ィ
ス
実
務

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
研
修

求
職
者
支
援
訓
練 

実
践
コ
ー
ス

ビ
ジ
ネ
ス
パ
ソ
コ
ン
科

受
講
者
募
集

鷹
巣
技
術
専
門
校
主
催

エ
ク
セ
ル
初
級
講
習

鷹
巣
技
術
専
門
校
主
催

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理

基
本
講
習

労
務
管
理
な
ど
の

無
料
相
談

鹿
角
の
医
療
に
つ
い
て

話
し
合
い
ま
せ
ん
か
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COLUMN
― コ ラ ム ―

日本語語学指導員現地レポートSopron Life

今日から始める脱炭素 問 商工振興課 ゼロカーボン推進室 ☎ 30-0249

　省エネ家電（電気冷蔵庫）購入支援補助金の申請者
を募集します。
※申請多数の場合は抽選となります。
■募集締切　5月22日㊎
■募集人数　50人
■申込方法　商工振興課窓口で申請書
　を��記入、または市ホームページの入
　力フォームから
■抽選日　5月27日㊌
　�※抽選結果はハガキおよびメールで通知するほか、
　　当選者の申込番号を市ホームページに掲載します。
■対象製品　市内店舗で購入する電気冷蔵庫（省エネ
　性能（JISＣ9901に基づく多段階評価点）が3.5以
　上のもの）

■対象経費　�電気冷蔵庫の購入費用（本体価格のみ。税
抜き）

■補助金額　�補助対象経費に1/2を乗じた金額（上限10
万円。1万円未満切り捨て）

　例）15万円の電気冷蔵庫を購入した場合
　　　15万円×1/2＝7万5千円→補助金額7万円
■注意事項
・�購入済みの電気冷蔵庫は、補助対象外です。
・�当選後、市へ補助金申請を行い、補助金交付決定を受

けてから購入してください。
・他の補助金との併用はできません。
・�購入した電気冷蔵庫は購入した世帯が6年以上使用す

ることとし、譲渡はできません。
・�令和8年9月に第2次募集（50人程度）を行う予定で

す。

　
今
年
の
シ
ョ
プ
ロ
ン
の
冬
は
、
例
年
と

少
し
違
っ
た
経
験
が
で
き
ま
し
た
。
今
回

は
そ
の
様
子
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
シ
ョ
プ
ロ
ン
で
は
こ
こ
数
年
、
真
冬
に

雪
が
降
っ
て
も
滅
多
に
積
も
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
今
年
の
２

月
末
は
記
録
的
な
大
雪
に
見
舞
わ
れ
、
一

晩
で
30
㌢
㍍
以
上
の
雪
が
積
も
り
、
市
内

は
一
面
の
銀
世
界
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
現
地
の
人
も
驚
く
ほ
ど
の
積
雪

で
、
鹿
角
市
の
大
雪
の
様
子
に
つ
い
て
、

日
本
語
教
室
で
ニ
ュ
ー
ス
や
写
真
を
紹
介

し
て
い
た
の
で
、
生
徒
か
ら
「
今
の
シ
ョ

プ
ロ
ン
は
鹿
角
み
た
い
だ
ね
」
と
い
う
声

が
上
が
り
ま
し
た
。

　
こ
の
大
雪
で
、
道
路
で
は
交
通
渋
滞
が

発
生
し
、
バ
ス
や
電
車
の
運
休
・
遅
延
も

あ
り
、日
常
生
活
に
も
影
響
が
出
ま
し
た
。

ま
た
、
歩
道
が
凍
結
し
、
樹
木
か
ら
の
落

雪
な
ど
に
も
注
意
が
必
要
だ
っ
た
た
め
、

改
め
て
冬
の
厳
し
さ
を
感
じ
る
出
来
事
と

な
り
ま
し
た
。

　
一
方
で
、
市
民
や
行
政
に
よ
る
除
雪
作

業
や
交
通
機
関
の
対
応
が
比
較
的
早
く
、

数
日
後
に
は
、
普
段
の
生
活
が
戻
っ
て
き

ま
し
た
。
さ
ら
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、

そ
の
後
気
温
が
上
が
り
、
積
も
っ
て
い
た

雪
が
あ
っ
と
い
う
間
に
解
け
て
し
ま
っ
た

こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
３
月
末
に
は
市
内

の
桜
の
花
が
開
花
し
、
瞬
く
間
に
春
に
な

り
ま
し
た
。

　
私
の
任
期
は
残
り
数
カ
月
と
な
り
ま
し

た
。
春
か
ら
初
夏
へ
と
移
り
変
わ
る
こ
の

時
期
、
シ
ョ
プ
ロ
ン
で
の
時
間
を
一
日
一

日
、
大
切
に
過
ご
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

3
月
下
旬
に
は
、
一
足
早
く
桜
が
咲
き
ま
し
た
↓

秋田市出身で、国際教養
大学専門職学位課程を修
了。海外の大学での日本
語指導助手や豊富な国際
交流活動の経験を生かし、
令和6年９月に渡航。

佐藤 花
か す み

純 さん

日本語語学指導員

インスタグラムで
情報を発信中です

ショプロン　　　ライフ 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
は
こ
ち
ら

省エネ家電（電気冷蔵庫）購入支援補助金第１次募集のお知らせ
カーボンニュートラルにつながる省エネな暮らしをサポートします
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老
人
ク
ラ
ブ
が
活
発

に
活
動
す
る
自
治
会

問 生活環境課 コミュニティ推進班 ☎ 30-0202

　
荒
町
自
治
会
は
、
八
幡
平
地
区
の
中
央

部
に
あ
り
、
米
代
川
と
夜
明
島
川
が
合
流

す
る
場
所
の
南
側
に
位
置
す
る
自
治
会
で

す
。

　

当
自
治
会
は
、
子
ど
も
会
や
婦
人
部
、

老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
で
構
成
し
て
い
ま
す
。

特
に
、「
荒
町
ほ
ま
れ
会
」
と
い
う
名
称

で
活
動
し
て
い
る
老
人
ク
ラ
ブ
は
、
会
員

数
が
多
く
、
行
事
を
活
発
に
行
っ
て
い
ま

す
。
清
掃
活
動
や
花
だ
ん
の
植
栽
と
い
っ

た
環
境
保
全
活
動
を
は
じ
め
、
日
帰
り
旅

行
や
た
ん
ぽ
会
と
い
っ
た
会
員
同
士
の
交

流
活
動
の
ほ
か
、
一
人
暮
ら
し
の
会
員
の

安
否
確
認
を
行
う
「
友
愛
活
動
」
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
自
治
会
主
体
で
高
齢
者
サ
ロ

ン
を
実
施
し
て
お
り
、
降
雪
期
の
１
月
、

２
月
を
除
い
た
、
毎
月
第
３
月
曜
日
に
行

っ
て
い
ま
す
。
サ
ロ
ン
で
は
、
社
会
福
祉

協
議
会
か
ら
講
師
を
呼
び
、
ク
レ
ヨ
ン
な

ど
を
使
っ
た
パ
ス
テ
ル
ア
ー
ト
の
制
作
・

展
示
や
、
健
康
体
操
な
ど
を
行
っ
て
い
る

ほ
か
、
鹿
角
警
察
署
に
よ
る
講
話
を
開
催

す
る
な
ど
、
自
治
会
員
の
交
流
の
場
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
市
の
集
落
活
動
応
援
事
業
を
活

用
し
て
、
荒
町
地
区
に
由
来
す
る
「
野の

じ
り尻

左さ
き
ょ
う
で
ん
せ
つ

京
伝
説
」
を
調
査
研
究
し
、
地
区
の
成

り
立
ち
な
ど
の
看
板
を
設
置
し
ま
し
た
。

看
板
設
置
後
は
、
毎
年
、
伝
説
の
舞
台
と

な
っ
て
い
る
「
左
京
の
泉
」
周
辺
の
清
掃

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
自
治
会
会
員
数
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま

す
が
、
今
後
も
各
種
事
業
を
計
画
し
、
自

治
会
員
同
士
の
親
交
を
深
め
て
い
く
こ
と

で
、
会
員
相
互
の
「
心
の
絆
」
を
大
切
に

し
て
い
き
た
い
で
す
。

上）花だんの植栽
下）「左京の泉」の清掃活動

●会長
  阿部  利

と し み

美 さん

●荒町自治会
　( 八幡平地区 )
　世帯数：34 世帯
　人数：約 90 人

おらほの自治会 荒町自治会（八幡平）

ECO&LIFE
不
用
に
な
っ
た
古
着
を
再
利
用
し
て
、
ご
み
減
量
に
つ
な
げ
ま
せ
ん
か

問 生活環境課 環境推進班 ☎ 30-0224

古
着
・
古
布
・
古
紙
の
無
料
回
収

　
ご
み
の
減
量
化
や
資
源
の
再
利

用
を
推
進
す
る
た
め
、
家
庭
で
不

用
に
な
っ
た
古
着
・
古
布
・
古
紙

の
回
収
を
行
い
ま
す
。

　
回
収
し
た
古
着
・
古
布
は
中
古

衣
料
と
し
て
再
利
用
さ
れ
る
ほ

か
、工
業
用
ぞ
う
き
ん
（
ウ
エ
ス
）

や
ル
ー
フ
ィ
ン
グ
（
屋
根
材
）
と

し
て
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
ま
す
。

〇
日
時　
５
月
23
日
㊏ 

８
時
～
10
時

〇
回
収
場
所　
市
役
所
正
面
玄
関
前

〇
回
収
対
象　

古
着
・
古
布
（
す
べ
て
洗
濯
済
み

の
も
の
に
限
り
ま
す
）

・�

衣
料
品
全
般
→
洋
服
、着
物
、帯
、

ス
ー
ツ
、
礼
服
な
ど

・�

古
布
全
般
→
タ
オ
ル
、
シ
ー
ツ

な
ど

古
紙　
段
ボ
ー
ル
、
新
聞
紙
、
雑

誌
、
牛
乳
パ
ッ
ク
、
紙
箱
、
紙
袋

な
ど

〇
回
収
対
象
外

古
着
・
古
布　
ペ
ッ
ト
に
使
用
し

た
も
の
、
濡
れ
て
い
る
も
の
、
布

の
切
れ
端
や
ニ
ッ
ト
く
ず
、
布
団

や
座
布
団
な
ど
の「
わ
た
」や「
羽

毛
」
が
入
っ
た
も
の
、
セ
ー
タ
ー

な
ど
の
毛
糸
製
品
、
枕
、
布
お
む

つ
、
下
着
・
肌
着
類
、
制
服
・
学

生
服
、
カ
ー
テ
ン
、
毛
足
の
長
い

毛
布
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
、
電
気
毛
布

な
ど

※�

企
業
名
な
ど
の
ネ
ー
ム
刺
繍
が
あ

る
も
の
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
。

古
紙　

カ
ー
ボ
ン
紙
、
感
熱
紙
、

レ
シ
ー
ト
、
圧
着
は
が
き
な
ど

〇
回
収
時
の
注
意
事
項

古
着
・
古
布

・�

透
明
か
半
透
明
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
に

ま
と
め
て
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

・�

出
す
前
に
洗
濯
を
お
願
い
し
ま
す
。

・�

ボ
タ
ン
や
金
具
は
取
り
外
さ
な
い

で
く
だ
さ
い
。

・�

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
、

ハ
ン
ガ
ー
は
外
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

古
着・古
布
類
以
外
の
も
の（
く
つ・

か
ば
ん
な
ど
）
は
回
収
で
き
ま
せ

ん
。

古
紙

・�

段
ボ
ー
ル
、
新
聞
紙
、
雑
誌
類
は

紙
ひ
も
で
束
ね
て
く
だ
さ
い
。

・�

雑
が
み
類
は
袋
な
ど
に
ま
と
め
て

く
だ
さ
い
。

○
令
和
７
年
実
績

　
古
着
・
古
布　
５
６
９
０
㌕

　
古
紙　
１
４
８
０
㌕
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鹿角市の補助金・補助制度

◎防災・災害 
名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

自主防災組織
育成事業補助金

①自主防災計画策定事業
自主防災組織を新たに結成する自治会などに
対し、自主防災計画策定費用を助成

補助率：10/10（上限 2万円）
※ 1団体につき 1回

自治会など

②自主防災活動事業
自主防災計画に基づく防災訓練などの事業費
用を助成

補助率：10/10（上限 3万円）
※ 1団体につき 1回

自主防災組織

③自主防災用資機材等整備事業
災害の被害防止活動および軽減活動に直接資
する資機材などの整備費用を助成

補助率：10/10（上限 75万円）
※ 1団体につき 1回
※複数の自治会などの構成による自主防災組織の
　場合は、上限 100万円

前年度以前に結成
した自主防災組織

④自主防災組織育成事業
災害の被害防止活動および軽減活動に直接資
する資機材などの拡充費用を助成

補助率：10/10（上限 25万円）
※ 1団体につき 1回

結成後 10年を経過
した自主防災組織

問総務課 危機管理室 ☎ 30-0299

市民の皆さんに活用していただくことのできる補助金・補助制度などについて紹介します。
詳しい内容や申請方法などについては、担当までお問い合わせください。今年度からの新
規事業については名称欄を色字で表記しています。※令和 8 年 4 月 1 日時点での制度内容です。

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者
交通弱者対策

補助金
65歳以上、または運転免許証を返納した人に対し、
路線バス回数券の購入費用の一部を助成 回数券購入額の1/2 個人

地域乗合交通
運行費補助金

公共交通が不便な地域において、地域が主体となっ
て自ら必要な交通手段を確保する「地域乗合交通」
に対し、運行経費の一部を助成

補助額：運行経費から運賃収入額を差し引いた額
※上限額は運賃収入額または①か②のどちらか低い額
①単独自治会の住民のみを対象とする路線：30万円
②複数の自治会区域を運行し、経由する自治会住民が　
　利用可能な路線：50万円

自治会など

路線バス定期券
助成事業補助金

市内のほか、大館、北秋田、能代エリアまで乗り
降り自由な特殊定期券の購入費用の一部を助成

◎65歳以上
　助成額：1カ月定期券：6千円
　　　　　3カ月定期券：9千円
　　　　　6カ月定期券：1万 2千円
◎ 65歳未満
　助成額：1カ月定期券：5千円
　　　　　3カ月定期券：6千円
　　　　　6カ月定期券：7千円

個人

公共交通資格取得
助成金

路線バスおよびタクシー運転手に必要な第二種運
転免許資格の取得費用の一部を助成
◎対象要件
①市内在住の人
②21歳以上 65歳未満の人
③資格取得後、1年以上市内に住所を有する公共交
　通事業所に勤務し、5年以上市内に居住する意思
　を有する人
④市税などの滞納がないこと

資格取得に係る教習料金および受験料の1/2
（上限 15万円） 個人

大館能代空港
利用促進助成金

大館能代空港の発着便を利用した市民などに対し、
航空運賃の一部を助成
◎�対象者　本市に住民登録している人、市内に所
在する事業所（市内事業所に勤務する人の利用に限
る）、鹿角市内に扶養者がいる学生

◎�対象期間　令和 8年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月
31日搭乗分

補助額：片道2千円
上限回数：同一搭乗者につき、片道 2回まで（往
復利用の場合は、1往復まで）
※対象とならない航空券あり
※申請期限は搭乗した日を含め30日以内

個人・
事業所

問観光交通課 交通政策班 ☎ 30-0257◎公共交通・空港利用
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名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

非公営小規模水道等
施設整備費補助金

老朽化している小規模水道などの施設の改良整備費用の一部を
助成
※給水計画区域外で、原水の質および量、地理的条件ならびに当該小
　規模水道などの形態に応じて施設要件あり

補助率：1/3 以内（上限 100万円） 水道組合
など

合併処理浄化槽設置
整備事業費補助金

合併処理浄化槽の設置および撤去費用の一部を助成
※公共下水道事業および農業集落排水事業の区域外の地域

◎設置区分
　5人槽　41万 4千円
　7人槽　47万 4千円
　10人槽　66万円
◎撤去区分
　単独処理浄化槽　15万円
　汲取り槽　12万円
　宅内配管工事　33万円
※�設置区分の浄化槽設置と併せて、既存槽
を原則、完全に撤去する場合に追加助成

個人

水道給水装置等設備資
金利子補給費補助金

上水道の給水装置の設置工事に係る資金について、金融機関か
ら融資を受ける場合の利子分を助成
◎対象者
　�すべての要件を満たす人
　①市内在住
　②水道料金、給水装置工事費および市税の滞納がないこと
　③過去に借りた当該資金の返済が完了していること
　④借地、借家および間借りの場合は所有者の同意を得ること
◎融資内容
　①融資限度額：1件 5万円以上の工事につき5～ 50万円
　②返済期間：5年以内
　③融資機関：秋田銀行

支払利子全額 個人

水洗便所改造資金
融資あっせん利子

補給費補助金

水洗化工事に係る資金について、金融機関から融資を受ける場
合の利子分を助成
◎対象者
　すべての要件を満たす人
　①�公共下水道または農業集落排水供用開始区域内にある家屋
の所有者または所有者の同意を得た家屋の占有者

　②受益者負担金または受益者分担金および市税の滞納がないこと
　③新築ではないこと
◎融資内容
　①�融資限度額：専用住宅の場合は１戸につき 80万円以内、
アパートの場合は１部屋につき30万円以内

　　（ただし、１申請あたりの限度額は150万円）
　②返済期間：50カ月以内
　③�融資機関：市内金融機関（ゆうちょ銀行を除く）または東
北労働金庫であること

支払利子全額 個人

問上下水道課 管理班 ☎ 30-0275◎上下水道

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

ジュニアスキーヤー共通
シーズン券購入補助金

市内の小中学生・高校生および市アルペンスポーツ少年団
員に対し、市内３カ所のスキー場で利用できる共通シーズ
ン券（３万4千円相当）購入費の一部を助成

１枚あたり１万８千円 個人

スポーツ指導員等
養成補助金

スポーツ少年団や地域スポーツ団体の指導員などの資格取
得に必要な費用の一部を助成

受講料・テキスト代・登録料など経費の
1/2（上限 1万円）※旅費（交通費）は補助対象外

個人

スポーツ合宿
奨励補助金

スポーツ技術の向上を目的とする、市内の宿泊施設を利用
して行う合宿の宿泊に必要な費用の一部を助成
※2泊 3日以上かつ５人以上が対象

１人１泊につき2千円（上限40万円）
※鹿角トレーニングセンター、簡易宿泊施設へ
　の宿泊の場合は、１人１泊につき1,000 円
※全国規模大会に係る宿泊（前日泊含む）は対象外

合宿を
行う団体

問スポーツ振興課  ☎ 30-0297◎スポーツ

2026年 5月号27 KAZUNO CITY 2026年 5月号 26KAZUNO CITY



◎自治会活動
名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

自治会館建設
事業費補助金

自治会が実施する自治会館の新築、改築、増築お
よび改修にかかる費用の一部を助成
◎新築・改築
　①新築、改築後25年を経過しているもの
　②増築、改修後10年を経過しているもの
◎増築
　新築、改築、増築、改修後10年を経過しているもの
◎改修
　新築、改築、増築、改修後の経過年数により助
　成内容が異なる　※30万円以上の工事が対象

◎新築・改築・増築（補助率3/10 以下）
　自治会世帯数などにより算定基準と限度額あり
◎改修
　①対象事業費の1/2 以内（上限100万円）
　　前回補助金利用後10年を経過していること
　②対象事業費の1/2 以内（上限50万円）
　　前回補助金利用後5年を経過していること
　　（前回利用補助金額が 50万円以上の場合は、利用
　　後10年を経過していること）
※①か②のどちらかのみ。実施予定年度の前年9月までに申請が必要

自治会

自治会元気づくり
応援補助金

自治会が地域で行う元気づくり事業（福祉、環境
整備、文化、交流）の費用の一部を助成
※過去に補助金の交付を受けた自治会は、交付を受けた
　年度を含めて３年経過していること

◎ 31世帯以上の自治会
　補助率：1/2 以内（上限10万円）
◎ 30世帯以下の自治会
　補助率：3/4 以内（上限15万円）

自治会

集落活動応援
事業費補助金

おおむね 50世帯以下の小規模な自治会に対し、集
落支援員と連携し、自治会が抱える課題解決や自
治会の活性化に向けた活動の計画策定事業費と活
動事業費を助成

◎計画策定　補助率：10/10（上限 10万円）
※最大2年間利用可能（1年ごとに 10万円を上限）

◎活動事業　補助率：10/10（上限 50万円）
※最長 3年間事業継続可能（ただし 2年以上継続の場合でも
　補助金額は上限 50万円。2つ以上の自治会などが連携して
　活動する場合は上限100万円）

自治会

コミュニティ推進
事業費補助金

①一般コミュニティ助成事業
　コミュニティ活動に必要な備品などの購入費用
　を助成
②コミュニティセンター助成事業
　�自治会館などの建築または大規模改修に要する
費用を助成

①補助率：10/10（100～ 250万円）
②補助率：3/5 以内（上限2千万円）
※10万円未満は切り捨て
※実施予定年度の前年 9月までに申請が必要。補助対象団体
　は、（一財）自治総合センターが決定

自治会など

問生活環境課 コミュニティ推進班 ☎ 30-0202

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

安全安心住まい
づくり事業費補助金

耐震改修や断熱改修を始めとする住環境の向
上に向けた住宅改修工事を行う人や、居住を
目的として中古住宅を購入する人に対し、工
事費や住宅購入費の一部を助成
◎対象住宅
　�自己所有（配偶者、親または子を含む）で
あって、現に居住している一戸建て住宅、
または居住するために取得する中古住宅

◎対象者
　�市内に住所がある、または市内の中古住宅
を取得し移り住む人で、市税などの滞納が
ない人

　（高齢者世帯：世帯員全員が65歳以上の世帯）
　（子育て世帯：18歳未満の子がいる世帯）
※国や県の補助金との併用可

※旧補助金「民間住宅リフォーム支援事業費補助金（　

　令和2年度まで）」の交付を受けた人も対象

①耐震改修事業
　�耐震診断結果に基づく耐震改修にかかる工事費の
3/10（上限 50万円）

個人

②住環境向上対策事業
　�㋐克雪対策（風除室を除く）
　㋑リフォームなどにかかる工事費の1/5（上限 10万円）

㋐個人
㋑個人（高齢者
世帯または子育
て世帯のみ）

③脱炭素化促進事業
　断熱改修などかかる工事費の1/5（上限 30万円）

個人

④上下水道加入促進事業
　�上水引込工事費、下水道接続工事費および便槽撤
去などにかかる工事費の1/5（上限 10万円）

個人
⑤中古住宅活用事業
　�中古住宅購入費およびリフォーム工事費などの 1/5
（購入、工事それぞれ上限50万円、合計 100万円）

⑥まちなか居住促進事業
※�第 7次鹿角市総合計画の「まちなかエリア（中心市
街地）」における中古住宅購入費およびリフォーム工
事費などの1/5（上限：購入 50万円、工事 100万円、
合計 150万円）

個人

木造住宅耐震
診断支援事業

市内にある※昭和 56年 5月 31日以前に着工
した木造戸建住宅を所有（共有を含む）し、耐
震診断を希望する人に対し、耐震診断士を派
遣し、耐震診断を実施
※�併用住宅の場合は、その併用部分が延べ床面積の
1/2 未満であること

自己負担額 1万円を差し引いた額 個人

問都市整備課 建築住宅班 ☎ 30-0266◎住宅・建築
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名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

ふるさとライフ
移住しごと支援

補助金

移住する直前10年間のうち、通算5年以上（直前の1年
間は連続）、東京都23区に居住もしくは東京圏より東京都
23区に通勤された人で、移住後、5年以上居住する意思
があり、次の①～④のいずれかの要件を満たす人に対し、
補助金を給付
①県の就職マッチングサイトに掲載された交付金対象企
　業（求人）に就業された人
②プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング
　事業により就業された人
③テレワークにより業務継続をする人
④本市が認める「関係人口」に該当する人
※転入後、1年以内に申請が必要

補助額：単身60万円、世帯 100万円
（18歳未満の子ども1人につき 100万円を加算）

個人

奨学金返還助成金

秋田県奨学金返還助成の交付を受けている人に対し、返
還する奨学金の一部を助成
※市に３年以上定住する意思があリ、市に住所を有し就
　労している人などが対象
◎申請期限
　①助成加算分
　　県助成金の交付決定を受けた日から６カ月以内
　②助成期間延長分
　　令和9年２月 28日㊐

①助成加算分
　対象者：県助成金（一般分）交付者
　補助率：1/3（上限 6万 7千円）
　補助期間：県助成期間と同様
②助成期間延長分
　対象者：県助成金（未来創造分・一般分）交
　　　　　付終了者
　補助率：10/10（上限 20万円）
　補助期間：県助成期間終了後、最長2年
※②は令和4年度以降に県助成対象者認定を受けた人限定

個人

ふるさとライフ若
者定住支援補助金

県外から移住した下記を満たす人に対し、引っ越しに要
する費用、民間賃貸住宅の家賃などの費用の一部を助成
※県の「A→ KITA登録」をしている人（移住前）
※本市に転入した次の①～③のいずれかの世帯が対象
①子育て世帯（18歳以下の子どもを扶養し同居）
※移住した日の年度末までに19歳になる人を除く
②若者世帯（世帯員のいずれかが39歳以下）
③若者単身世帯（39歳以下）
※転入後、１年以内に申請が必要

◎引っ越しに要する費用
　�補助率：1/2（単身は上限５万円、世帯は上
限９万円）
◎民間賃貸住宅の家賃に要する費用
　�補助額：初期費用（礼金・仲介料・保証料）
の総額の上限３万円
◎�月額家賃住宅手当などがある場合は手当額を
除いた月額家賃に対し
　①上限２万５千円
　②・③上限２万円
　補助率：初期費用・月額家賃共に1/2
　補助期間：最長24カ月

個人

問政策企画課 かづのライフ班 ☎ 30-0208◎移住

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者
結婚サポート推進事業 あきた結婚支援センターへの入会登録料を助成 入会登録料1万円（全額助成） 個人

若者出会いサポート
補助金

市が指定する民間マッチングアプリの利用料を助成
※20～ 39歳の未婚男性が対象 補助率：1/2（上限2万円） 個人

出会い創出事業補助金

出会いイベントを開催する団体や個人（結婚サポー
ター）に対し、事業に必要な経費（会場費、広告宣伝費、
司会者費用、消耗品費など）を助成
※参加者のうち、独身者が 10人以上であり、市内居住者
　が1/4 以上であることが条件

補助率：10/10
（上限：団体10万円、結婚サポーター20万円）

団体・
個人（結婚
サポーター）

結婚新生活支援
事業補助金

婚姻に伴う住宅取得、賃貸、リフォーム、引っ越しな
どにかかる費用を助成
※申請時点で夫婦ともに市内に住民登録している
※婚姻時点で夫婦ともに39歳以下
※世帯所得500万円未満
※夫婦ともに指定するオンライン講座を受講している

補助率：10/10
（上限：30万円、夫婦ともに 29歳以下の場合
は60万円）

個人

問政策企画課 かづのライフ班 ☎30-0208◎出会い・結婚

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

危険老朽空き家
除却費補助金

市の実態調査で危険度・緊急度などが高いと判断
された空き家に対し、市内解体撤去業者による解
体および撤去費用の一部を助成
※�個人所有の住宅（併用住宅も可）であること、市税な
どの滞納、抵当権設定の無い人で、建て替えを目的と
していないことなどの複数要件あり

補助率：1/2
①適正管理度レベル3の場合
　�上限 100万円
②適正管理度レベル3に近似したレベル2の場合
　上限60万円

個人

問生活環境課 環境推進班 ☎ 30-0224◎空き家
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名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

妊産婦等健康診査 妊産婦等健康診査（新生児聴覚検査、母乳育児相談を含む）
を受診した妊産婦に対し、受診料を助成

受診票23枚
※多胎妊娠の場合は6枚追加 個人

妊婦歯科健康診査 妊婦歯科健康診査を受診した妊婦に対し、受診料を助成 受診票1枚（上限4千円） 個人

生後 1 か月児健康診査 生後６週未満の乳児に対し、受診料を助成 受診票1枚（上限8千円） 個人

未熟児養育医療給付 身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院療育を必要
と認めた1歳未満の乳児に対する医療費の一部を給付

保護者の所得や乳児の入院日数によって算定
された額 個人

妊娠出産等応援給付金 本市に妊娠届を提出し、届出日より 1年以上前から本
市に住所を有する妊婦

妊婦1人につき 5万円 個人

妊婦支援給付金 医師の診断により胎児心拍が確認され、妊婦給付認定を
受けた妊産婦

1回目：妊婦 1人につき 5万円
2回目：子ども（胎児）1人につき 5万円 個人

産後ケア事業（訪問型） 赤ちゃんの栄養や育児について悩みのある産後 1年以
内の産婦に対し、助産師の訪問に要する費用を助成

全額助成（上限５回） 個人

問すこやか子育て課 こども家庭センター ☎ 30-0265◎妊娠・出産・子育て①

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

12 か月児健康診査 1歳～1歳6か月未満の小児に対する健康診査の受診料を助成 受診票1枚（全額助成） 個人

2 歳児歯科健康診査 2歳～2歳6か月未満の小児に対する歯科健診の受診料を助成 受診票1枚（全額助成） 個人

2 歳児フッ化物塗布 2歳～ 3歳未満の小児に対するフッ化物塗布費用を助成 無料クーポン券 2枚（2枚目は 2歳 6か月
未満で、フッ化物塗布をした小児に限る） 個人

不妊治療費等助成

次の①から④に要した費用と治療のため処方された薬剤費用
に加え、治療に伴う通院（市内および市に隣接する市町村は
除く）のための交通費の一部を助成
①特定不妊治療（体外受精または顕微授精）
②先進医療等特定不妊治療
③一般不妊治療（検査や人工授精など）
④不育症治療

不妊治療などに要した自己負担額から、県
の助成額や高額療養費などを控除した額
①治療1回につき上限5万円
※�保険外診療費用は治療 1回につき上限 10
万円
②治療 1回につき上限10万円
※�先進医療とならない（保険適用外の治療を
含む）治療は1回につき 30万円
③同一年度で上限15万円
④同一年度で上限30万円
通院にかかる交通費：通院 1回につき 2
千円、同一年度につき上限3万円
※�③と④は、申請初年度に限り、前年度に支
払った治療費用も対象

個人

問すこやか子育て課 健康づくり班 ☎ 30-0119◎妊娠・出産・子育て②

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

若者イベント等
開催支援補助金

地域のにぎわい創出に効果的であり、若者の活躍が
SNSなどにより市内外に広く周知されるイベントな
どを開催する若者団体・グループなどに対し、必要な
経費を助成
◎対象経費
　�会場費、広告宣伝費、機器レンタル料、保険料など
の準備・当日の費用

※�おおむね７割以上が 20代から 30代の成年層の男女で
構成されている団体、グループなどが対象
※まちのにぎわいに繋がり、新たな試みが認められるもの

補助率：10/10（上限 20万円） 団体

問政策企画課 かづのライフ班 ☎30-0208◎にぎわい創出
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問すこやか子育て課 こども家庭応援班 ☎ 30-0235
名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

児童扶養手当
18 歳に達する日以降の最初の 3月 31日までに
ある児童を養育監護しているひとり親または養育
者に支給（所得制限あり）

所得額に応じて月額 11,340 円～ 48,050 円（児童が
1人の場合）。2人目以降は、月額 5,680 円～ 11,350
円を加算。

個人

児童手当 高校生年代までの児童を養育している人に支給
3歳未満月額 1万 5千円、3歳以上月額 1万円
（第3子以降、月額3万円）

個人

母子家庭等
自立支援給付金

【教育訓練給付金】

ひとり親家庭の父母で、母子・父子自立支援プロ
グラムの策定などの支援を受けており、就業経験、
技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから
判断して、対象講座などの受講が適職への就業に
必要と認められる場合に支給

①�雇用保険法の規定による一般教育訓練給付金の支給
を受けることができない場合、受講費用の60㌫相当
（補助上限20万円で、受講費用1万2千円以下は支給対

象外）

②雇用保険法の規定による一般教育訓練給付金の支給
　を受けることができる場合、①に定める額から、一
　般教育訓練給付金の額を差し引いた額

個人

母子家庭等
自立支援給付金

【高等職業訓練給付金】

ひとり親家庭の父母で児童扶養手当を受給してい
る（またはこれと同等の所得水準にあると認められる）
人で、養成機関において6カ月以上の課程を修業
し、当該資格の取得が見込まれ、就業または育児
と修業との両立が困難であると認められる場合に
支給

◎訓練促進給付金
　①市民税非課税世帯：月額10万円
　②上記以外：月額７万500円
※最終月は、月額4万円を加算

◎修了支援給付金
　①市民税非課税世帯：５万円
　②上記以外：２万5千円
※訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了

　�する人が引き続き看護師の資格を取得するために養成機

関で修業する場合は、原則として看護師養成機関の修了

日を経過した日以降に修了支援給付金を支給

個人

すこやか子育て
支援事業

保育園、認定こども園、地域型保育施設、私立幼
稚園、認可外保育施設などの保育料（３歳未満児）
および給食費を無償化

◎保育料　無償化
◎給食費　無償化

個人

子育てファミリー
支援事業

就学前の子を含む3人以上の子を養育している人
に支給

就学前の子が利用した一時預かり、病児・病後児保育、
ファミリー・サポート・センターの利用料や、任意の予
防接種の費用について、対象者、単年度につき1万５千
円を上限に助成

個人

◎妊娠・出産・子育て③

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

鹿角市奨学資金

市民の子弟で義務教育を終了し、通信制の課程を除く高
等学校、高等専門学校、大学およびこれに準ずる学校に
進学見込みまたは在学する人に対し、正規の修業年限を
上限として学資金を貸与（所得・成績要件などあり）
※令和8年度の募集は終了
※令和9年度の募集は、令和8年 11月頃開始予定

◎高校、高専第1～ 3学年：月額 1万円
◎高専第4・5学年、専修学校、短期大学、大学、
　大学院：月額3万円

個人

問教育総務課 総務班 ☎ 30-0290◎奨学資金

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

医師修学資金

国内の大学で医学を履修する課程に進学・在学する人で、
将来、医師として市内の医療機関に従事する意思がある
人に対し、学資金を貸与
※令和7年度の募集は終了
※令和8年度の申込期限は９月末

◎修学資金　月額20万円（最大 6年間）
◎入学一時金　限度額760万円

個人

問地域医療推進室  ☎ 30-0262◎医師修学資金
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問すこやか子育て課 健康づくり班 ☎ 30-0119
名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

こどもの予防接種

予防接種の定期接種対象年齢の人に対し、指定医療機関で接種
する費用を助成
（ワクチンの種類：ロタ、B型肝炎、五種混合、小児肺炎球菌感染症、
BCG、麻しん風しん、水ぼうそう、日本脳炎、二種混合、HPV感染症）

全額助成
※�県外で接種した場合は事前申請のうえ一部
助�成

個人

インフルエンザ
予防接種

下記対象者が指定医療機関で接種する費用の一部を助成
◎高齢者
　①接種日時点において65歳以上の人　
　② �60 歳～ 64歳の方で心臓・腎臓・呼吸器の障がい（身体

障害者手帳 1級程度）を有する人・ヒト免疫不全ウイルス
により免疫機能の障がいを有する人

◎妊婦　妊娠している人
◎小児　生後6カ月～ 18歳（年度末年齢）になる人

接種費用のうち 1,500 円（13 歳未満は
上限 2回）
※ �2 歳以上の小児経鼻弱毒性インフルエンザ
ワクチン（フルミスト）は3千円（1回のみ）

個人

新型コロナウイルス
感染症予防接種

下記①または②に該当する人に対し、指定医療機関で接種する
費用の一部を助成
①接種日時点において65歳以上の人
② �60 歳～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器の障がい（身体障害者
手帳 1級程度）を有する人およびヒト免疫不全ウイルスによ
り免疫機能の障がいを有する人

接種費用のうち5千円 個人

高齢者用肺炎球菌
予防接種

下記①または②に該当する人に対し、指定医療機関で接種する
費用の一部を助成
①接種日時点において65歳の人
② �60 歳～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器の障がい（身体障害者
手帳 1級程度）を有する人およびヒト免疫不全ウイルスによ
り免疫機能の障がいを有する人

接種費用のうち3,500 円 個人

風しん予防接種

下記①または②に該当する人に対し、指定医療機関で接種する
費用の一部を助成
①過去に受けた風しん抗体検査で、抗体価が低いと判定された
　妊娠を希望する女性（妊婦は除く）
②秋田県風しん抗体検査事業で、抗体価が低いと判定された人

接種費用のうち5千円 個人

RS ウイルス
予防接種

妊娠 28週～ 36週の妊婦に対し、指定医療機関で接種する費
用を助成

全額助成
※�県外で接種した場合は事前申請のうえ一部
助�成

個人

帯状疱
ほうしん

疹予防接種

下記①または②に該当する人に対し、指定医療機関で接種する費
用の一部を助成
①�年度末年齢が 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、
95歳、100歳の人

② �60 歳～ 64歳でヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能の障
がいを有する人

生ワクチン…3千円（１回のみ）
組換えワクチン…7千円（上限２回）

個人

おたふくかぜ
予防接種

１歳～小学校入学前の小児に対し、指定医療機関で接種する費
用の一部を助成

接種費用のうち4千円（上限 2回） 個人

胃がん検診
【バリウム】

40歳以上の人に対し、費用の全部または一部を助成
内容：集団検診による問診、胃部レントゲン（バリウム）検査
※令和7年度に市の胃内視鏡検診を受けた人は受診できません

自己負担額 1,500 円を差し引いた額
※51歳～ 60歳は全額助成

個人

胃がん検診
【内視鏡】

51 歳、53歳、55歳、57歳、59歳の人に対し費用の全部を
助成
内容：指定医療機関での胃内視鏡検査

全額助成 個人

肺がん等検診
40歳以上の人に対し、費用の全部または一部を助成
内容：集団検診による問診、胸部レントゲン検査

自己負担額500円を差し引いた額
※40歳、51歳～ 60歳は全額助成

個人

大腸がん検診
40歳以上の人に対し、費用の全部または一部を助成
内容：集団検診による問診、便潜血検査2日法（検便）

自己負担額800円を差し引いた額
※51歳～ 60歳は全額助成

個人

◎予防接種・検診・医療
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子宮がん検診

20 歳～ 39歳および 40歳以上の偶数年齢の女性に対し、費
用の全部または一部を助成
内容：医療機関での個別検診による視診、子宮頸部細胞診、内
　　　診、経膣超音波検査

自己負担額2千円を差し引いた額
※21歳～ 35歳は全額助成

個人

乳がん検診

40 歳以上の偶数年齢および 41歳の女性に対し、費用の全部
または一部を助成
内容：マンモグラフィ検査（マンモグラフィは 40歳代が２方向、
　　　 50 歳以上は１方向で、医療機関または集団検診を選択する）

自己負担額2千円（40歳～48歳）、または
1,400円（50歳以上）を差し引いた額
※41歳、42歳、44歳は全額助成

個人

前立腺がん検診 50歳以上の男性に対し、費用の一部を助成
内容：集団検診による腫瘍マーカー（ＰＳＡ検査）

自己負担額700円を差し引いた額 個人

肝炎ウイルス検診
40 歳以上で過去に一度も受診したことがない人に対し、費用
の全部または一部を助成
内容：集団検診による血液検査（B型肝炎およびC型肝炎の検査）

自己負担額800円を差し引いた額
※40歳は全額助成

個人

骨粗しょう症検診
40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳、65 歳、70 歳の女性
に対し、費用の一部を助成
内容：集団検診による腕のレントゲン検査

自己負担額1,000 円を差し引いた額 個人

歯周病検診
20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の人に対し、費用
の一部を助成
内容：歯科医療機関での個別検診による口腔内検査

自己負担額1,200 円を差し引いた額 個人

若年者健康診査
19 歳～ 39歳の健診を受ける機会が無い人に対し、受診料の
一部を助成
内容：特定健康診査と同様

自己負担額1,000 円を差し引いた額 個人

脳ドック助成
40 歳～ 74歳の人（現在加入の健康保険で脳ドックの助成が受け
られる人は除く）に対し、費用の一部を助成
※過去3年間において助成金の交付を受けていない人に限る

補助率：2/3 以内（上限3万円） 個人

医療用補正具購入費
助成金

がん治療に伴い、医療用補正具（ウィッグまたは乳房補正具）を
購入した費用の全部または一部を助成（秋田県助成を含む）
※ウィッグは全頭用のもの、乳房補正具は補正パットまたは人工乳
　房、およびそれらに付随する固定用下着

ウィッグ：上限3万円
乳房補正具：上限2万円
※1人につき、それぞれ1回まで

個人

若年女性健康づくり
支援助成金

30歳～ 39歳の女性を対象に以下の検査費用の一部を助成
①乳房の超音波検査
②乳房のマンモグラフィ検査
20歳～ 35歳の女性を対象に以下の検査費用の一部を助成
③婦人科経腸超音波検査
④婦人科経腹超音波検査

①上限5千円
②上限 7千円
③上限 5千円
④上限 5千円

個人

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

通学対策費補助金

遠距離（小学校4㌖を超える、中学校6㌖を超える）
または準遠距離（小学校2～ 4㌖、中学校 3～ 6
㌖）通学している児童・生徒に対し、路線バス定
期券購入費の全額または一部を助成

◎遠距離：全額
◎準遠距離（小学校）
　自己負担月額1,000 円を差し引いた額
◎準遠距離（中学校）
　自己負担月額２千円を差し引いた額
※片道または半月のみ利用の場合、自己負担額は1/2
※片道かつ半月のみの利用の場合、自己負担額は1/4

個人

就学援助事業
経済的な理由で小・中学校の義務教育を受けるこ
とが困難な児童・生徒に対し、就学に必要な費用
を助成

対象経費：学用品費、修学旅行費、新入学用品費、
オンライン学習用通信費、給食費（中学校）など

個人（オン
ライン学習

用通信費な

どは世帯）

特別支援教育
就学奨励事業

小・中学校へ就学する障がいのある児童・生徒の
保護者に対し、就学に必要な費用を助成

対象経費：学用品費、修学旅行費、給食費（中学校） 個人

問教育総務課 義務教育班 ☎ 30-0291◎就学支援
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名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

高齢者等住宅除排
雪支援事業補助金

65 歳以上の高齢者のみの世帯、身体障がい 1・2級
のみの世帯が居住する家屋（持ち家に限る）の屋根の雪
下ろし、除排雪作業を業者委託した費用の一部を助成

業者に支払った費用の1/2
（上限　住民税非課税世帯：2万円、住民税課税世帯：1万円）
※年度内 2回まで

個人

高齢者福祉
タクシー事業

満 80歳以上の在宅で生活をしている人にタクシー券
を交付
※障がい者福祉タクシー券の交付を受けている人、本人や
　同居している家族が自動車を使用している人、介護保険
　施設などに入所中の人は対象外

600円分のタクシー券を1月あたり 2枚
※1回の乗車につき、乗車料金内で最大4枚まで使用可能

個人

家族介護用品
支給事業

要介護度4または 5に認定された高齢者を自宅で介護
している世帯に対し、介護用品を購入できるクーポン
券を交付
※�市民税非課税で介護保険料の滞納がない世帯で、月の半
数以上を在宅で介護している世帯

月額 8千円分 個人

軽度生活援助
サービス

日常生活上の援助が必要な 65歳以上の高齢者のみの
世帯に対し、家周りの手入れ、間口除雪、軽微な修繕
に要する費用の一部を助成
※間口除雪の範囲は、玄関から主要道路まで歩いて通れる
　幅（落雪の片づけや車の出入りのための除雪は対象外）
※窓掃除は1階のみ

下記の利用者負担を差し引いた額
◎草取、窓掃除
　1時間につき 450円（1回 2時間で年間 3回まで）
◎間口除雪
　 1時間につき470円（1回1時間以内、回数制限なし）
◎ふすまの張り替え
　1枚につき 680円（年間5枚まで）
◎障子の張り替え
　1枚につき 330円（年間11枚まで）

個人

高齢者エアコン
購入支援事業

65 歳以上の高齢者のみの世帯（身体障害者手帳、療
育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて
いる65歳未満の人を含む）、居住する自宅にエアコン
が 1台も設置されていないまたは故障により使用でき
るエアコンが無い世帯
※市民税非課税で、税などの滞納がない世帯

エアコンの購入および設置費用の1/2
（上限５万円） 世帯

問あんしん長寿課 高齢者支援班 ☎ 30-0234◎高齢者・福祉

問福祉課 地域福祉班 ☎ 30-0238◎医療・障がい

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

地域生き活きサロン
推進事業費補助金

高齢者のふれあいの居場所を開設する人に対し、
初期開設費用の一部と運営費などを助成
①地域生き活きサロン
　週1回以上、年 40回以上開催が条件
②あっとホーム
　月1回以上、年 20回以上開催が条件

①補助率：10/10
・サロンに使用する建物の整備費用（上限30万円）
・初年度立ち上げにかかる費用（上限10万円）
・開設１回あたりの運営費1,400 円
・賃借料（年 10万円までの固定資産税相当分または月 1
　万円までの家賃相当分）
②補助率：10/10
・初年度立ち上げにかかる費用（上限10万円）
・開設 1回あたりの運営費1,200 円

個人
または
自治会
など

認知症カフェ
運営補助金

認知症カフェを運営する団体に対し、事業に必要
な経費を助成
※申請後、書類および現地調査による審査あり
※令和8年度の募集は終了
※令和9年度の申し込みは、令和8年 9月末までに要相談

①備品購入費用　補助率：10/10（上限 10万円）
※初年度のみ
②運営費　1回 1万 5千円　※年間11回まで
③送迎費　走行㌔数に20円を乗じた額

団体

問あんしん長寿課 介護予防班 ☎ 30-0103◎高齢者サロン・認知症カフェ

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

人工透析通院
交通費助成事業

じん臓機能障害により身体障害者手帳を持ち、人工透析治療
のため通院している人に対し、交通費の一部を助成
※生活保護受給者や福祉タクシー利用券の交付を受けている人は対象外

通院距離（往復）に応じた助成額
・5㌖以上 15㌖未満　　月額1,500 円
・15㌖以上 25㌖未満　 月額 2千円
・25㌖以上 35㌖未満　 月額 3千円
・35㌖以上 45㌖未満　 月額 4千円
・45㌖以上                      月額 5千円

個人

自動車運転免許
取得費助成事業

身体障害者手帳（肢体不自由4級以上、聴覚障害）、または療
育手帳を持ち、就労などに伴い自動車運転免許証を取得した
人に対し、自動車学校の教習費用の一部を助成

上限10万円 個人
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名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

自動車改造費
助成事業

身体障害者手帳 3級以上（肢体不自由）を持ち、就労などに伴
い自動車を運転する人に対し、自ら所有し運転する自動車の
駆動装置などの改造に要する費用の一部を助成（所得制限あり）

上限 10万円 個人

補装具費
支給事業

身体障がい児・者および難病患者などの人が、身体の損なわ
れた機能を補うための補装具（義肢、装具や車いすなど）を購入ま
たは修理する費用を給付

補助率：所定の基準額の9/10
（軽減措置対象者は10/10）

個人

日常生活用具
給付事業

身体障がい児・者および難病患者などの人に対し、日常生活
上の困難を改善し、自立支援を促進するための日常生活用具
（ストマ用装具、電気式たん吸引器など）を給付

補助率：所定の基準額の9/10
（軽減措置対象者は10/10）

個人

難聴児補聴器
購入費助成事業

身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に対し、補聴器
購入費用の一部を助成 助成率：所定の基準額の2/3 個人

自立支援医療
（更生医療）

18歳以上の身体障害者手帳を持つ人に対し、指定の医療機関
で受けた対象となる医療（心臓や人工関節の手術、人工透析
治療など）にかかる医療費の一部を助成

自己負担額1/10（原則）を差し引いた額
※所得により月額負担上限額あり 個人自立支援医療

（育成医療）

18 歳未満の人に対し、指定の医療機関で受けた対象となる
医療（手術などにより将来確実な治療効果が期待されるもの）
にかかる医療費の一部を助成

自立支援医療
（精神通院）

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する病状
にある人に対し、その通院医療費の一部を助成

障害者訪問入浴
サービス事業

居宅において寝たきりで、自宅で入浴することが困難な 65
歳未満の身体障がい者に対し、訪問による入浴サービスにか
かる費用の一部を助成
※介護保険被保険者は介護保険でのサービスが優先

自己負担額1/10（原則）を差し引いた額 個人

障害者移動
支援事業

外での移動に困難がある、障害者手帳を持つ人に対し、移動
支援に係る費用の一部を助成 自己負担額1/10（原則）を差し引いた額 個人

障害者地域活動
支援センター事業

障がい児・者に対し、創作的活動または生産活動への参加に
かかる費用の一部を助成 自己負担額1/10（原則）を差し引いた額 個人

特別児童扶養手当
身体または精神に中度以上の障がいがあり、日常生活におい
て、常時介護を必要とする 20歳未満の児童を養育監護して
いる父母または養育者に対し、手当を給付  ※所得制限あり

1級（重度）月額58,450 円
2級（中度）月額38,930 円 個人

障害児福祉手当
身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常
時介護を必要とする 20歳未満の在宅の児童本人に対し、手
当を給付

月額16,560 円 個人

特別障害者手当
身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常
時介護を必要とする 20歳以上の在宅の障がい者本人に対し、
手当を給付

月額30,450 円 個人

障がい者福祉
タクシー事業

身体障害者手帳 1級または 2級、療育手帳Ａ、精神障害者保
健福祉手帳 1級または 2級の手帳を持ち、在宅で生活してい
る人に対し、タクシー利用券を交付
※自動車税・軽自動車税の減免、人工透析通院交通費の助成を受け
　ている人は対象外

600円のタクシー利用券を1月あたり 2枚
※�じん臓機能障害の人は1月あたり 4枚 個人

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

特定健康診査・人間

ドックの費用助成
国保被保険者の 40歳～ 74歳の人に対し、市で契約した医療
機関での特定健康診査または人間ドックの費用を助成

◎特定健康診査　全額助成
◎人間ドック基本型
　自己負担1万 4千円を差し引いた額

個人

特定保健指導事業 国保被保険者の特定健康診査・人間ドックを受診した人に対し、
動機付け支援・積極的支援にかかる費用を助成 全額助成 個人

出産育児
一時金給付 国保被保険者の出産時に一時金を給付 50万円（産科医療保障制度に加入していない医

療機関などで出産した場合は48万 8千円）
個人

葬祭費給付 国保被保険者の死亡時に葬祭費を給付 5万円 個人

高額療養費給付 国保被保険者の 1カ月に支払った医療費が基準を超えた場合
に、超えた額を給付（世帯の所得や住民税の課税状況によって基準が異なる） 限度額を超えた額 個人

（世帯）

◎保健・医療・健康 問市民課 国保医療班 ☎ 30-0222
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名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

療養費給付

国保被保険者が受けた次の医療費などを給付
旅先などでマイナ保険証・資格確認書を持たずに診療を受けた／手術の輸血に用
いた生血代（医師が必要と認めた場合）／医師が必要と認めたコルセットなどの補
装具代／医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術／海外渡航中に
診療を受けた など

一度全額負担した医療費などのうち、保
険給付相当額 個人

福祉医療費
給付事業

乳幼児・小中学生・高校生世代・ひとり親家庭の児童・高齢身
体障がい者・重度心身障がい者の医療費の一部負担金を助成 全額助成 個人

はり、きゅう、マッサ
ージ施術扶助事業 65歳以上の人に対し、指定施術所の施術受療券を交付 1回 1,000 円の受療券を 3枚 個人

後期高齢者健康
診査の費用助成

後期高齢者医療制度被保険者（施設入居者および要介護度 3以上の人
を除く）に対し、対象とする医療機関での健康診査の費用を助成 全額助成 個人

後期高齢者歯科口
腔健診料助成

後期高齢者医療制度被保険者に対し、対象とする医療機関での
歯科健診の受診料を助成 全額助成 個人

問商工振興課 商工班 ☎ 30-0250◎起業・商工業

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

再エネ推進補助金

①自家消費型太陽光・蓄電池導入支援
　�自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池の
導入費用の一部を助成（蓄電池のみの導入
は対象外）

②地域向け電源導入支援
　�民有地や市有地を活用して、かづのパワー
を通じて発電した電気を地域に供給する
ための太陽光発電設備の導入費用の一部
を助成

③木質バイオマス熱利用機器導入支援

　�薪ストーブやペレットストーブの導入費
用の一部を助成

①【太陽光発電設備】
　・個人 7 万円／㌗
　・事業者 5 万円／㌗
　 【蓄電池】
　・個人 5 万円／ kWh
　・事業者 6 万円／ kWh　
※蓄電池の価格（円 /kWh）の１/３以内

※�ただし、個人は 15万 5千円 /kWh、事業者は 19万円 /kWh（工事

費込み・税抜き）以下の設備に限る

②補助率：１/２以内（上限1,000 万円）
③補助率：２/３以内（上限10万円／台）
※環境省地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）による

個人
（①～③）

事業者
（①、②）
※②は公募
により決定。

省エネ高効率空調等
導入補助金

30㌫以上の CO2削減効果がある高効率空
調機器の導入費用の一部を助成
①高効率空調機器
②高効率給湯設備

補助率：１/２以内
（上限 ① 個人 10万円／台、事業者 50万円、② 個人 40万円）
※環境省地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）による

①個人・
事業者
②個人

省エネ家電購入
支援補助金

省エネ家電（電気冷蔵庫）の購入費の一部
を助成。電気冷蔵庫の省エネ性能が星 3.5
以上であること。

補助率：１/２以内（上限 10 万円／台）
個人

※�事前抽選に
より対象者
を決定

省エネ照明器具更新
支援補助金

省エネ照明器具（LED照明器具）の更新費
用の一部を助成

補助率：１/２以内（上限 30万円、下限 5万円） 事業者

問商工振興課 ゼロカーボン推進室 ☎ 30-0249◎再エネ・省エネ

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

起業・創業支援
事業補助金

①起業・創業支援
　計画的に起業・創業する人に対し、起業・創業に要する経
　費の一部を助成

◎対象経費
　事業拠点費、商品化促進費、宣伝広告費など
②事業承継支援
　�事業承継（M&A含む）を行う個人・事業者に対し、事業
承継に要する費用の一部を助成

◎対象経費
　事業譲渡費用

①補助率：1/2 以内
（上限50万円、移住者は上限に10万円上乗せ、
 商店街空き店舗バンク登録物件を活用する場合は上限に 
 20万円上乗せ）

②補助率：1/2 以内（上限50万円）

①個人
②個人・
事業者
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名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

女性若者キャリア
アップ支援補助金

40 歳未満の市民（女性は年齢制限なし）に対し、資格（第一
種運転免許（普通免許を除く）を含む）取得にかかる費用の一
部を助成
※現在就業している人も含む
◎補助対象経費
①資格取得や検定試験の受験料、資格取得できる講習会
　の受講料で6千円以上のもの
②介護職員初任者研修課程
※②は市内の事業所に就職予定の高校生に限る
※1人につき 5回まで申請可

補助率：
①1/2 以内（上限 5万円）
② 10/10 以内（上限 5万円）

個人

産業人材育成支援
事業費補助金

中小企業の従業員などに対し、資格（技能系運転免許を含む）
の取得のための試験や講習会にかかる費用の一部を助成
◎補助対象経費
①受講料（資料代含む）、受験料
②交通費（ガソリン代除く）、宿泊費
※受講料と受験料の合計額が1人あたり 8千円以上が対象

補助率：
① 1/2 以内
② 1/3 以内
（①②を合わせ法人は上限 20万円、個人事業主は上
限5万円）
※上限額のうち、運転免許取得分は5万円まで

事業主

企業立地助成金

一定規模以上の地元新規雇用を伴う事業所の新設、増設、
移設にかかる費用（①～⑤）、事業の高度化や新分野へ
の進出に資する設備導入に要する費用（⑥）の一部を助
成
◎補助対象経費
①施設整備費、②土地・建物賃借料（5年以内）
③除雪費（3シーズン内）、④雇用助成（3年以内）
⑤通信回線使用料（3年間）、⑥設備導入費（500万円以上）

補助率：
①1/10
② 10/10 ～ 5/10
③ 5/10
④ 1人につき 30万円
⑤ 5/10
⑥ 3/10
※�企業立地助成金（①～⑥の合計）の上限は、１事業
者あたり通算1億 5千万円

事業主

求人活動支援補助金

中小企業者の人材確保を目的とする求人情報誌などへの
掲載費用や合同説明会出展などの事業にかかる費用、イ
ンターンシップ受け入れに係る費用の一部を助成
◎補助対象経費　求人情報発信経費、企業紹介動画作成費用、
　合同企業説明会等出展費用、企業紹介パンフレット等作成費
　用、インターンシップ受入費用　※事業費の合計が 2万円以上
　の場合に対象。ただし、インターンシップ受入費用を除く

補助率：1/2 以内（１事業者につき上限15万円。
ただし、インターンシップ受入費用は別枠とし
て上限年間６万円）

事業主

トラック運送燃料
高騰対策支援金

市内に本社または事業所を有するトラック運送関連事業
者など、運送業を営む事業者（個人事業主を含む）に対
し、燃料費の一部を支援
◎補助対象経費
　令和8年 1月～ 3月までに使用した車両の燃料費
◎申請期限
　令和8年 8月 31日㊊

支援金：
①普通貨物自動車　1万 5千円 /台
②軽貨物自動車　4千円 /台

事業主

外国人材受入態勢
整備補助金

外国人材を活用する企業に対し、空き家や中古住宅を外
国人労働者専用の社宅に改修するためにかかる費用の一
部を助成
◎補助対象経費
・居住する建物に関する修繕費用（車庫や倉庫、外構工
　事は除く）
・家財撤去費用など

補助率：1/2（上限 100万円） 事業主

中小企業ＤＸ推進
事業費補助金

業務の効率化による労働生産性の向上やコスト削減、新
規市場開拓など、ＤＸの推進を図る中小企業などに対し、
ソフトウェアなどの導入・利用料、システム開発・関連
機材導入、ＤＸ化指導のためのコンサルティング経費の
一部を助成
◎補助対象経費
・�ソフトウェアなど導入費用および利用料、システム開
発費、システム関連機器導入費用

・ソフトウェアなど導入に必要な指導を受けるための専
　門家派遣費、コンサルティング経費
◎対象条件
　�女性・若者魅力ある企業づくり支援事業で、中小企業
魅力開発アドバイザーから指導を受け、DX実行計画
を策定した中小企業者など

補助率：1/2 以内
上限額：50万円（下限額 20万円） 事業主
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名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

かづの農業夢プラン
応援事業費補助金

補助対象作物を生産する認定農業者または認定就農
者、農業者団体に対し、生産拡大に要する機械・設
備などの導入経費の一部を助成
◎補助対象作物　
　戦略作物など（大豆、そば、野菜、葉タバコ、花き、果樹）、
　畜産（草地改良ほか）
※秋ごろに実施する次年度の要望調査において、導入予定
　内容などの提出が必要

補助率：5/12 以内
（非農家出身の認定新規就農者は1/2 以内）

認定農業
者など

新規就農者研修支
援事業奨励金

市内で独立して新たに農業に取り組もうとする人に
対し、奨励金を交付
◎対象者
　申請時の年齢が 60歳未満で、研修終了後、市内
　就農が確実に見込まれる人

月額10万円
対象期間：6カ月以上 1年以内

個人

アグリフロンティア
育成研修奨励金

県農業研修センター、先進農家などで研修する人に
対し、奨励金を交付
◎対象者
　申請時に年齢が 50歳未満で、研修終了後、市内
　就農が確実に見込まれる人

月額 10万円（市外の試験場などで研修する場合は、
月額2万 5千円を増額）
※就農準備資金 (国庫 )の交付対象外の人のみ

対象期間：翌年4月から翌々年度末までの2年間

個人

農業法人化支援
事業補助金

農業経営を法人化し、認定農業者などの経営改善を
図ろうとする農家の法人設立に要した費用の一部を
助成

補助率：1/2（上限 10万円） 認定農業
者など

農地集約化
促進事業支援金

農地中間管理機構（農地バンク）を活用し、農地の
集約化（①、②）に取り組む地域に支援金を交付
①�地域の農地面積に占める 1㌶以上の団地面積の割
合が10ポイント以上増加すること

②�集約化目標地図内の農地面積に占める 1㌶以上の
団地の合計面積が 50㌫以上になること、農地バン
クの活用率が一定割合以上であること

①集約化加速タイプ（旧集約化奨励金）
◎基本タイプ
　10ポイント増加　１万円 /10㌃
　20ポイント増加　3万円 /10㌃
　※�上記のほか、大規模集約タイプや誘致団地創出タ

イプへの支援金あり

②地域集約化実現タイプ（旧地域集積協力金）
◎一般地域（大字錦木、末広）
　農地バンク活用率80㌫以上　2万円 /10㌃
◎�中山間地域（大字毛馬内、瀬田石、岡田、大湯、
草木、花輪、尾去沢、八幡平）
　農地バンク活用率60㌫以上　2万円 /10㌃
　　　　　　　　　 80㌫以上　2万 6千円 /10㌃

全域が同
一の地域
計画に含
まれる
「地域」
の個人・
団体など

経営開始資金
経営開始時に 49 歳以下の認定新規就農者に対し、
経営開始資金を給付
※前年の世帯所得が600万未満の人

年額 165万円
給付期間：経営開始から最長3年

認定新規
就農者

新規就農者
経営発展支援事業費

補助金

事業実施の年度または前年度に農業経営を開始した
49歳以下の認定新規就農者に対し、機械（軽トラを
除く）・施設、家畜導入、果樹の新植・改植、機械リー
ス料などの初期投資的経費の一部を助成

補助率：3/4（上限 750万円）
※本人負担分について融資を受けていること
※「経営開始資金」の交付対象者は、上限375万円
※税込み事業費で 1台 50 万円以上の対象機械などの
　導入に限る

認定新規
就農者

スマート農業推進
事業費補助金

認定農業者および認定新規就農者に対し、農業の省
力化・所得向上を図る以下のスマート農業機器など
の導入に係る費用の一部を助成
①AI 潅水システム、環境測定装置
②�農業用アシストスーツ、充電式運搬車、水田水管
理システム（水田 f

フ ァ ー モ
armo）、自動操舵システム

※①・②でリース・サブスクリプションの場合は導入に係
　る諸経費と初年度の料金が対象

補助率：1/2 以内（上限50万円）
※税抜き事業費で 1台 20 万円（②のみ 65 歳以上は
10万円）以上の対象機械などの導入に限る
※自動操舵システムは、水稲作付おおむね 10㌶以上　
(ポイントによる採択・申請期限あり )

認定農業
者など

問農業振興課 経営強化対策班 ☎ 30-0241◎農業・農地経営
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名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

農業用施設維持
管理支援事業

集落などに対し、良好な農村環境の形成や農業生産の向上
を図るための農道・水路などの補修用資材（砕石、土のう、
通水パイプなど）を支給
※�多面的機能支払交付金および中山間地域等直接支払交付金事
業の実施地区は対象外

1団体につき 10万円以内
集落、
水利組合
など

多面的機能支払
交付金

集落などに対し、農地や農業用水路などの維持管理、植栽
による景観形成といった良好な農村環境の保全活動を支援
���※�活動組織の設立、事業計画の認定が必要

◎農地維持支払交付金（草刈・敷砂利など）
　10㌃あたり水田 3千円、畑 2千円
◎�資源向上支払交付金（施設の軽微な補修な
ど）

　10㌃あたり水田 2,400 円、畑 1,440 円

集落
など

森林環境保全直接
支援事業費補助金

国・県の補助金を利用して搬出間伐や皆伐後の新植を行う
人に対し、市が上乗せして助成
※�作業を請け負った業者が林の所有者に代わって申請などを行う

補助率：国・県の補助率に市が加算
再造林：14㌫　搬出間伐、下刈り：7㌫

作業
請負業者

林業新規就業者
雇用助成金

45 歳未満の人を常時雇用契約で１年以上雇用した「秋田
県意欲と能力のある林業経営者名簿」に登載された林業事
業体

補助率：1人につき 30万円（最長 3年）
秋田県意欲と

能力のある林

業経営者

問農地林務課 農地・森林経営班 ☎ 30-0246◎農林業①

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

果樹産地基盤
強化事業費補助金

無核大粒種ぶどうの栽培を始める農家に対し、育苗ハ
ウス補強資材や生産経費の一部を助成 補助率：1/2 以内（上限10万円） 個人・法人

果樹経営承継
支援補助金

樹木付きの樹園地を売買や賃貸借により新たに承継す
る生産者に対し、承継に要する経費（生産にかかる経費
を含む）を面積に応じて助成

面積（㎡）	 　　　　新規取組者　 増反取組者
1,000 ～ 2,000 　 　10万円 　   　5万円
2,001 ～ 3,000 	 20 万円　 　10万円
3,001 ～ 4,000 	 30 万円　 　15万円
4,001 ～ 5,000	 40 万円　　 20 万円
5,001 ～	 　　　  　  50 万円　　  25 万円

個人・法人

花き周年栽培
支援事業費補助金

シンテッポウユリや啓翁桜など花き全般について、新
植・増反にかかる経費を助成

露地栽培：6万 5千円 /10㌃
※啓翁桜は上限20万円

個人・法人

農業生産被害防止対策
推進事業費補助金

野生鳥獣や風雨に起因する病害による農作物被害対策と
して、電気柵や防風ネットなどの設置経費の一部を助成

補助率：1/3
（下限2万円、上限20万円、防風ネットは上限10万円）

個人・法人

かづの牛生産振興
対策事業費補助金

かづの牛（日本短角種）の繁殖用雌牛の増頭を図る経費
の一部を助成

◎繁殖用雌牛購入
　補助率：1/2（1頭あたり上限 10万円）
◎繁殖用雌牛自家保留：1頭あたり上限5万円

個人・法人

農業者収入保険
加入促進補助金

農業収入保険に加入する農業者に対し、保険料の掛け捨
て部分の一部を助成

補助率 :【1年目】1/2、【2年目】1/3、
 　　　　【3年目】1/4（上限 5万円） 個人・法人

きゅうり生産スマート
化推進事業費補助金

きゅうり生産農家のうち ｢かづの農業夢プラン応援事業｣
の利用が困難な農家に対し、自動潅

かんすい
水システム機器およ

び付随する機器の購入および据付に係る経費を助成

補助率：1/3
補助上限：50万円 個人・法人

問農業振興課 ブランド作物推進班 ☎ 30-0243◎農業・ブランド作物

名称（事業名） 助成内容・対象条件など 助成率・助成額など 対象者

新規狩猟免許
取得者確保対策
事業費補助金

市内在住の 20歳以上の人で、新たに第一種銃猟免許およ
びわな猟免許を取得する人に対し、取得費用（免許申請手
数料・講習受講料・講習受講にかかる交通費など）の一部
を助成　 ※免許取得後、鹿角市猟友会への入会が条件

◎第一種銃猟免許　
　�県の補助制度による助成額（上限 5万円）を
差し引いた免許取得に係る助成対象費用
◎わな猟免許　免許取得に係る助成対象費用

個人

緊急ツキノワグマ誘引

樹木伐採事業費補助金
クマの出没対策として、住宅の周辺にある栗と柿の木を伐
採する経費および処分料を助成　※樹木所有者の許可が必要

補助率：1/2（伐採木 1本につき上限2万 5千円） 個人

問農地林務課 鳥獣対策班 ☎ 30-0264◎農林業②
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